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平
成
21
年
12
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定
例
会
は
、
12
月

２
日
か
ら
24
日
ま
で
の
23
日
間
の
会

期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

開
会
日
の
２
日
に
は
、
ま
ず
、
閉

会
中
の
継
続
審
査
と
な
っ
て
い
た
平

成
20
年
度
決
算
関
係
の
議
案
４
件
が

い
ず
れ
も
、
原
案
の
と
お
り
認
定
及

び
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
次
に
、
市
長

か
ら
「
米
子
市
国
民
健
康
保
険
条
例

等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て
」
な
ど
の
議
案
10
件
及
び

報
告
４
件
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説

明
及
び
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

４
日
及
び
７
日
か
ら
９
日
ま
で
の

４
日
間
は
、
25
人
の
議
員
に
よ
る
市

政
一
般
に
対
す
る
質
問
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

　

10
日
、
11
日
、
14
日
か
ら
17
日
ま

で
及
び
21
日
の
７
日
間
は
、
議
案
及

び
陳
情
の
審
査
等
の
た
め
、
委
員
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

最
終
日
の
24
日
に
は
、
ま
ず
、
各

委
員
会
の
委
員
長
か
ら
議
案
及
び
陳

情
の
審
査
報
告
が
あ
り
、
採
決
の
結

果
、
い
ず
れ
も
、
委
員
長
報
告
の
と

お
り
決
し
ま
し
た
。
次
に
、「
米
子

市
議
会
の
議
員
定
数
削
減
を
求
め
る

陳
情
に
つ
い
て
」
の
陳
情
は
、
９
人

の
議
員
で
構
成
す
る
議
員
定
数
問
題

等
調
査
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、「
東

山
運
動
公
園
内
の
競
技
場
改
修
及
び

そ
の
周
囲
の
施
設
・
環
境
を
改
善
す

る
陳
情
書
」
な
ど
の
陳
情
２
件
と
同

様
に
閉
会
中
に
継
続
し
て
審
査
す
る

こ
と
に
決
し
ま
し
た
。
次
に
、
市
長

か
ら
「
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推

薦
に
つ
い
て
」
の
諮
問
が
あ
り
、
原

案
の
と
お
り
同
意
さ
れ
ま
し
た
。
次

に
、
議
員
発
議
に
よ
り
「
改
正
貸
金

業
法
の
早
期
完
全
施
行
等
を
求
め
る

意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て
」
な
ど
の

議
案
２
件
が
提
案
さ
れ
、
原
案
の
と

お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
次
に
、
行

財
政
改
革
問
題
等
調
査
特
別
委
員
会

か
ら
中
間
報
告
が
あ
り
、
報
告
の
と

お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
今
回
審
議
さ
れ
た
案
件
は
、

別
表
の
と
お
り
39
件
で
、
審
議
結
果

に
つ
い
て
は
、
19
・
20
㌻
の
一
覧
表

の
と
お
り
で
す
。

上：夕日が沈む中海
右上：米子城から望む中海 
右下：60メートル開削された森山堤防
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別　表

区　分 件　数

議　案 16

諮　問 1

報　告 4

陳　情 18

合　計 39

▽意見書▽　　12月定例会で可決された意見書は、次の２件です。

改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書
　経済問題・生活苦による自殺者が年間7,000人に達し、自己破産者が年間18万人を超え、多重債務者も200万人を超える
などの深刻な多重債務問題を解決するため、2006年12月に改正貸金業法が成立し、2010年６月までに出資法の上限金利の
引き下げ、収入の３分の１を超える過剰貸付契約の禁止（総量規制）などを含む改正貸金業法が完全施行される予定であ
る。
　改正貸金業法成立後、政府は多重債務者対策本部を設置し、同本部は①多重債務相談窓口の拡充、②セーフティネット
貸付の充実、③ヤミ金融の撲滅、④金融経済教育の強化を柱とする多重債務問題改善プログラムを策定した。そして、官
民が連携して多重債務対策に取り組んだ結果、多重債務者が大幅に減少し、着実にその成果を上げつつある。
　一方、改正貸金業法の完全施行を目前に控え、消費者金融の成約率が低下していることや資金調達が制限された中小事
業者の倒産が増加していることなどを理由に、改正貸金業法の完全施行の延長や貸金業者に対する規制緩和を求める声が
出ている。
　しかし、2008年も経済問題・生活苦による自殺者は7,000人を超えており、自己破産者も前年より減少したとはいえ12万
9,000人に達している。貸金業者に対する不十分な規制のもとに商工ローンや消費者金融が大幅に貸し付けを伸ばし、多重
債務問題が深刻化したという改正貸金業法制定の経過にかんがみれば、改正貸金業法の各種取り組みの成果を無にし、再び
自殺者や自己破産者、多重債務者の急増を招くものであり許されない。今、多重債務対策として必要とされる施策は、新
たな借り入れを行いやすくすることではなく、相談体制の拡充、セーフティネット貸付の充実及びヤミ金融の撲滅などで
ある。
　よって、国会、政府におかれては、多重債務解決のため、下記の事項に取り組まれるよう要望する。

記
１　改正貸金業法を早期に完全施行すること。
２　地方自治体における多重債務相談体制の整備のため、相談員の人件費を含む予算を十分確保するなど相談窓口の充実
を支援すること。

３　個人及び中小事業者向けのセーフティネット貸付をさらに充実させること。
４　ヤミ金融を徹底的に摘発すること。
　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

　平成21年12月24日
　

米　子　市　議　会
　
　衆議院議長　参議院議長　様
　内閣総理大臣　総務大臣　厚生労働大臣　様
　国家公安委員会委員長　金融担当大臣　消費者担当大臣　様
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　高齢化社会を迎え、脳卒中は大きな社会的課題となってきている。脳卒中を予防し、また、後遺症を減らすためには、１
人１人が正しい知識を持ち、有効な治療を迅速に受けることが必要である。
　脳卒中の中でも、これまで根本的な治療がないとされてきた脳こうそくの発症が最も多く、高齢化や生活習慣の欧米化
に伴ってふえ続けている。こうした中、脳こうそくに対する効果的な治療薬である血栓溶解薬（t－PA；日本では平成17
年10月から医療保険適用）が開発された。しかし、我が国では脳こうそく患者のわずか２％しかこの有効な新しい治療を
受けていないのが実情である。その理由は、この治療は発症３時間以内に開始しなければならないが、現在の救急搬送体
制がこの治療に適した体制になっていないことや、啓発活動が不十分なために住民に知識が普及していないからである。
　これらの課題を解決するには、救急搬送体制と医療体制の整備・連携、そして、教育の場等を活用した啓発が必要とな
ってくる。くわえて、予防のための活動やリハビリ、患者と家族の生活の質の向上と社会参加の支援についての施策を実
施し、救急搬送体制や医療・社会福祉資源などの整備を地域の実情に合わせて行うことが必要である。そのためには、一
貫した理念と方針のもとで、国を挙げて各種対策に取り組むことが不可欠であると言える。
　よって、国会、政府におかれては、脳卒中対策を推進するため、下記のとおり脳卒中対策基本法を早期に制定されるよ
う要望する。

記
１　社団法人日本脳卒中協会が策定している脳卒中対策基本法要綱（案）の趣旨に沿った脳卒中対策基本法を早期に制定
すること。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

　平成21年12月24日
米　子　市　議　会

　衆議院議長　参議院議長　様
　内閣総理大臣　総務大臣　厚生労働大臣　様

脳卒中対策基本法の早期制定を求める意見書

　本市を取り巻く社会経済状況は、金融危機の影響による景気の悪化、本格的な少子高齢化、国の政権交代などに伴い、地
域主権・地方分権が一層進展し、既存の政治・行政システムが大きく転換すると考えられます。
　このような状況の中、将来にわたって健全で持続可能な行政運営を図るため、地方分権に対応できる組織づくりと、縦
割り行政の改善が必要であると考えられます。そのことが、多様化、複雑化する市民ニーズへの対応であり、また、主権
者である市民にとってさらに利用しやすい市役所になるものと考えます。
　米子市議会では、米子市の次期行財政改革大綱の策定に当たり、多様な見地から幅広い意見を述べることにより、改革
に向けての今後の基本的な方向づけを明確にしていくことを主たる目的として調査を行い、慎重かつ自由な討議を重ね提
言に至りました。
　米子市におかれては、現在、次期行財政改革大綱が行政改革推進委員会等において慎重に検討がなされているところで
はありますが、市民代表である議会からの提言の持つ意味を十分にご理解いただき、より一層の検討、吟味を加えられた
上で策定されるよう提言します。

行政機構と政策システムについて　
　～平成22年度組織機構の見直しについて～
　１　市民サービスの向上のための組織改善について
　　⑴　ワンストップサービスを導入すること。

　現行のフロアマネージャーは、以前と比べてサービス向上に寄与しているが、しかし、市民の窓口対応は、個々
の窓口での対応にならざるを得ず、市民目線に立った利便性の高い組織とするため、窓口一元化を行うこと。

　　⑵　子ども課の設置で子どもに関する総合サービスを展開すること。
　　⑶　消費者相談室を市民の利便性を考慮した配置にすること。
　　⑷　市民参画及び男女共同参画は、同一の部としてまとめること。
　　⑸　文化・体育・生涯学習行政（文化課・体育課・生涯学習課）は、まちづくりの一貫として捉え、市長部局への移

管を検討すること。
　　⑹　公民館を生涯学習だけの場として位置づけるのではなく、自治活動の場としても位置づけ、公民館が活動しやす

い体制をつくること。
　２　地方分権への対応について
　　⑴　庁議の質的機能転換を図ること。

庁議は、市政の戦略（政策）機能を果たすものに質的転換を図ること。
また、政策・財政企画立案機能、法制事務の強化、国県対応、行政経営等を含めた充実を確立すること。

　　⑵　部・課の見直しにより、地方分権に対応した、機能性・専門性を高めた効率のよい組織とすること。
　　⑶　建設部、経済部、福祉保健部に部所管の事務を掌握した政策立案機能、市民からの意見・提言を受ける相談窓口

としての機能を果たす政策室を設けること。
　　⑷　職員の事務の専門性・継続性を高め、総合行政から専門行政へ移行すること。

次期行財政改革大綱に関する議会としての中間報告（第１次提言）
はじめに

提言項目
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１　市税、使用料等の滞納対策について
　全庁挙げての滞納対策により、市税収納率が県内他市を上回ったこと及び前年度からの収入未済額が縮減したことは
評価するが、依然として市税、使用料等の収入未済額の合計は24億円を上回り、不納欠損額も１億4,000万円を超えてい
る。米子市の財政状況を勘案すると、市税、使用料等の滞納対策は最重要課題である。納税意識のより一層の啓発を行
うとともに、徴収体制のマニュアルの作成及び強化策を検討されたい。また、本市における滞納対策の不動産差押えに
ついては、多くの不動産が既に抵当権設定があり、順位が下位であるものが多いという現状である。本市は、当該差押
え物件の評価額と現時点での抵当権債務のいかんにかかわらず、滞納額を全額納付しなければ差押え解除を行っていな
い。結果的に競売以外に道はなく、新しい所有者への移転には何年もの時間がかかっている。このような実態を踏まえ、
不動産の差押えについて、さらに精査され改善を図られたい。

２　随意契約の見直しについて
　随意契約の問題点として、競争性、公開性、公平性が担保されにくいのは言うまでもないが、特に、発注者において
は、１社一括発注、積算不足、予定価格の未設定、見積徴収不足などとも思われる契約が散見され、契約額の根拠があ
いまいな点にある。また、各所管課の認識、対応にも差が見られる。今後、財団法人、外郭団体等の特殊法人の見直し
も図られる中で、随意契約の見直し計画の策定等も検討し、全庁的に踏み込んだ改善を図られたい。

３　委託契約の見直しについて
　委託契約は、委託業務に関して、複数年継続して１社と委託契約する場合、競争性が担保されないため、より適正な
委託額の算出が困難である。特に、鳥取県情報センターとの契約は業務内容が多岐にわたり、適正な委託額の把握が困
難である。また、米子市クリーンセンター焼却設備及び灰溶融設備の年次的点検整備業務については、メーカー２社で
年間約５億円と高額な費用となっていることから、業者の見積りではなく、全国の積算状況を把握して委託料の透明性
を図る必要がある。維持管理契約等も同様である。自治法の制約もあるが、複数年契約の実施も検討し、委託料のさら
なる適正化を図られたい。

４　各特別会計の健全化について
　住宅資金貸付事業特別会計、下水道事業特別会計、駐車場事業特別会計、流通業務団地整備事業特別会計、市営墓地
整備事業特別会計の繰上充用金は常態化している。その他の特別会計事業についても、予算や体制を再検討し、全庁挙
げての取り組み強化を図り、繰上充用金の削減に努められたい。特に、流通業務団地整備事業特別会計においては、国
の財政健全化法の資金不足比率において、平成19年度44.5％、平成20年度54.4％と、財政健全化法の国の基準である20
％を大きく上回り、平成21年度中に経営健全化計画を策定することが義務づけられている。同特別会計の健全化のため
には、早期に全区画を完売することが至上命題である。そのため、民間に委託する方法、あるいは残り11区画の区画数、
面積の変更など、あらゆる方法を検討されたい。

５　定員適正化とメンタル疾患対策について
　「定員適正化計画」の実行は、財政効果に偏重するのではなく、市民ニーズに十分こたえ得る適正な人員配置が求め
られる。今後の計画においては、人員削減と職員の事務量、財政効果のバランスに十分考慮したものとされたい。また、
長期休業者18人中10人がメンタル疾患という状況は看過できない。業務の多忙化や多様なニーズのある住民と接する中
でのストレスの増大など、早急な職場環境の改善が求められる。厚生労働省が示している「心の健康づくり計画」の策
定など、メンタル疾患対策のさらなる充実を図られたい。

６　ごみ収集のステーション化の問題について
　平成19年度ごみ有料化に伴い、ごみの収集方法を費用負担の公平性、平等性の確保の観点から「ステーション方式」
に統一することとし、平成19・20年度とステーション化に取り組んできたが、ステーション化の完了にはほど遠い状況
となっている。ステーション化の目的をいま一度認識するとともに、問題を精査し、目標の年限を定めて早急に完全実
施されたい。あわせて、現在あいまいなステーション化の基準も明示されたい。

７　公の施設の利用促進について
　平成19年度から各スポーツ施設の使用料金値上げ及びふれあいの里、老人憩の家のふろ利用の有料化が実施された。平
成20年度決算において、値上げ後２ヵ年が経過し、その利用実態の推移が明らかになってきた。有料化後、ふれあいの
里、老人憩の家のふろ利用者は以前の５分の１にまで激減している。また、各スポーツ施設の利用者についても、使用
料値上げ後、利用者減となる事例が見受けられる。これらは、本来の設置目的からして放置できない問題である。施設
の設置目的にふさわしい利用状況となるよう、使用料金の見直しも含めて検討されたい。

８　道路、橋りょうの長寿命化計画について
　平成20年度、本市においては橋りょう台帳の整備を実施し、あわせて、橋長15メートル以下の点検を行っている。橋

決算審査特別委員会指摘・要望事項
（4）第20号（季刊） 平成22年2月1日



■
議
員　

中
海
の
治
水
や
水
質
改
善

の
観
点
か
ら
、
本
市
は
森
山
・
大
海

崎
両
堤
防
の
開
削
が
必
要
で
あ
る
と

一
貫
し
て
訴
え
て
き
た
。
特
に
両
堤

防
が
つ
く
ら
れ
て
か
ら
中
海
の
水
位

が
上
が
り
、
沿
岸
の
治
水
不
安
が
高

ま
る
と
と
も
に
、
地
下
水
位
上
昇
や

内
水
の
排
水
悪
化
に
よ
る
農
地
被
害

な
ど
が
生
じ
て
い
る
。
中
海
の
治
水

対
策
と
し
て
も
、
両
堤
防
開
削
は
本

市
に
と
っ
て
譲
る
こ
と
の
で
き
な
い

課
題
で
あ
る
。
市
長
は
鳥
取
県
知
事

の
意
見
照
会
に
対
し
て
「
異
存
な
い

旨
回
答
す
べ
き
と
判
断
し
た
」
と
表

明
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ま
で
本
市
が
訴

え
て
き
た
こ
と
は
ど
う
な
る
の
か
。

同
意
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
両
堤
防
開

削
を
ど
の
よ
う
に
実
現
す
る
つ
も
り

な
の
か
。

■
市
長　

旧
本
庄
工
区
堤
防
の
開
削

に
つ
い
て
は
、
平
成
21
年
５
月
に
は

水
面
幅
60
㍍
で
森
山
堤
防
の
開
削
工

事
が
完
了
し
た
。
本
市
と
し
て
は
、

あ
く
ま
で
森
山
・
大
海
崎
２
堤
防
の

開
削
と
い
う
基
本
的
な
考
え
方
を
持

ち
な
が
ら
も
、
森
山
堤
防
の
開
削
に

対
し
て
一
定
の
評
価
を
し
、
今
後
は
、

中
海
水
質
改
善
対
策
協
議
会
の
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
結
果
を
見
な
が
ら
、
大
海

崎
堤
防
の
開
削
も
含
め
引
き
続
き
協

議
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
農
地
の

排
水
不
良
な
ど
内
水
対
策
に
つ
い
て

は
、
中
海
及
び
沿
岸
域
の
水
に
関
す

る
諸
問
題
を
検
討
す
る
協
議
会
の
設

置
等
に
つ
い
て
、
前
向
き
に
検
討
す

る
と
い
う
国
か
ら
の
回
答
を
受
け
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

■
議
員　

両
堤
防
開
削
の
担
保
は
、

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
結
果
を
見
て
、
今

後
協
議
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
か
。

■
副
市
長　

平
成
17
年
２
月
に
、
市

長
が
「
森
山
堤
防
開
削
は
一
歩
前
進

と
考
え
る
が
、
治
水
・
水
質
浄
化
の

観
点
か
ら
両
堤
防
開
削
が
必
要
と
の

立
場
で
あ
る
。
中
海
協
議
会
で
十
分

納
得
の
い
く
説
明
を
さ
れ
た
い
」
と

要
望
し
た
。
平
成
17
年
７
月
に
は
、

米
子
・
境
港
両
市
議
会
議
長
名
で「
森

山
堤
防
60
㍍
開
削
で
は
不
十
分
で
あ

り
、
あ
く
ま
で
両
堤
防
開
削
を
」
と

要
望
さ
れ
た
。
そ
れ
に
先
立
ち
、
米

子
市
議
会
で
両
堤
防
開
削
を
決
議
さ

れ
た
と
認
識
し
て
い
る
。
市
議
会
で

の
決
議
は
非
常
に
重
た
い
と
思
っ
て

い
る
。
引
き
続
き
、
森
山
・
大
海
崎

両
堤
の
開
削
の
必
要
性
を
踏
ま
え
な

が
ら
、
県
知
事
に
対
し
回
答
を
し
た

い
。
今
後
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結
果
を

見
て
協
議
す
る
と
い
う
だ
け
で
十
分

な
担
保
と
言
え
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
は
、
具
体
性
に
欠
け
る

た
め
、
鳥
取
県
と
米
子
市
と
の
確
認

だ
け
で
な
く
、
文
書
化
も
含
め
た
要

望
を
県
に
出
し
て
い
く
こ
と
は
や
ぶ

さ
か
で
は
な
い
。

■
議
員　

厚
生
労
働
省
は
、
平
成
20

年
度
に
保
育
指
針
の
改
定
を
行
う
と

と
も
に
保
育
園
に
お
け
る
質
の
向
上

の
た
め
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
策
定
し
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い

て
も
地
方
公
共
団
体
版
ア
ク
シ
ョ
ン

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策
定
す
る
こ
と
を
奨

励
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
の
一
つ
に
、

子
ど
も
の
健
康
及
び
安
全
の
確
保
が

あ
り
、
看
護
職
等
の
専
門
職
の
確
保

推
進
を
含
め
た
保
育
現
場
の
保
健
活

動
の
充
実
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ

こ
で
本
市
の
取
組
み
を
伺
う
。

■
市
長　

国
が
示
し
て
い
る
児
童
福

祉
施
設
最
低
基
準
で
は
、
保
育
所
へ

の
看
護
師
配
置
の
義
務
づ
け
は
な
い

が
、
本
市
に
お
い
て
は
、
乳
児
が
９

人
以
上
と
な
る
場
合
に
は
、
看
護
師

を
１
名
配
置
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

保
育
所
で
の
保
健
的
な
対
応
の
必
要

性
も
十
分
認
識
し
て
い
る
が
、
す
べ

て
の
園
で
の
看
護
職
を
配
置
す
る
考

え
は
な
い
。

■
議
員　

可
能
な
限
り
保
育
園
へ
の

看
護
職
の
独
立
配
置
を
推
進
す
べ
き

と
考
え
る
。
保
健
的
視
点
で
観
察
し
、

問
題
点
を
嘱
託
医
と
連
携
し
対
応
す

る
こ
と
で
、
保
育
園
の
保
健
活
動
は

よ
り
実
効
性
が
高
ま
り
、
保
育
士
は

保
育
活
動
に
専
念
で
き
、
保
護
者
も

安
心
で
き
る
。
財
政
面
の
課
題
が
あ

れ
ば
、
保
育
士
の
看
護
職
兼
務
者
の

配
置
を
積
極
的
に
推
進
さ
れ
る
よ
う

要
望
す
る
。

長15メートル以上も含めると、本市の管理する橋りょうは647橋もあり、今後、より合理的な維持管理計画が求められて
いる。道路・橋りょう長寿命化計画策定に当たっては、米子市の財政状況を勘案し、実態を精査した上で、安心、安全
の観点から維持改修の優先度を明示し、あわせて、地域住民との合意形成を図られたい。

９　給食残さの問題と食育教育について
　近年子どもたちの間に広がる個食・孤食が大きな問題となり、食育がますます重要となっている。また、給食残さ量
の３ヵ年の推移を見ると、わずかに減少しているものの、ほぼ横ばい状態となっている。給食は食べて初めて目的が達
成されることから、給食残さの問題解決は給食の大きな課題である。地産地消の観点や体験を通した食育の検討を含め、
一層の取り組み強化を図られたい。
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質
問
と
答
弁
に
つ
い
て
は
、
紙
面
の
都
合
上
、
１
人
２
項
目
以
内
と
し
て
、

要
約
し
て
掲
載
し
ま
し
た
。　

市
政
一
般
に
対
す
る
質
問

保
育
園
へ
の
看
護
職
配
置
の
推

進
に
つ
い
て

原は
ら　

紀の
り
こ子

議
員（
公
明
党

議
員
団

）

大
橋
川
拡
幅
問
題
に
つ
い
て

中な
か
が
わ川
健け

ん
さ
く作

議
員（
未
来
）



■
議
員　

⑴
彦
名
町
地
内
の
市
道
内

浜
街
道
線
カ
ー
ブ
区
間
は
、
車
が
数

回
隣
接
地
に
突
っ
込
ん
で
い
る
が
、

安
全
対
策
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

る
か
。

　

⑵
旗
ヶ
崎
承
水
路
沿
い
の
市
道
住

吉
14
号
線
は
、
道
幅
が
狭
く
、
車
両

の
す
れ
違
い
が
で
き
な
い
た
め
、
す

れ
違
い
用
の
退
避
所
の
設
置
が
で
き

な
い
か
。

　

⑶
同
じ
市
道
の
道
路
照
明
灯
が
長

期
間
点
灯
し
て
い
な
い
。
維
持
管
理

等
、
安
全
・
安
心
な
市
道
へ
の
取
組

み
を
伺
う
。

■
市
長　

⑴
議
員
指
摘
の
交
差
点
に

つ
い
て
は
、
カ
ー
ブ
区
間
で
見
通
し

が
悪
く
、
ま
た
、
隣
地
と
の
高
低
差

も
あ
る
こ
と
か
ら
、
車
両
の
転
落
防

止
等
を
踏
ま
え
地
元
関
係
者
と
協
議

し
な
が
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

⑵
旗
ヶ
崎
承
水
路
沿
い
の
す
れ
違

い
用
の
退
避
所
設
置
に
つ
い
て
は
、

用
地
の
協
力
等
が
い
た
だ
け
る
か
ど

う
か
、
今
後
調
査
し
て
み
た
い
と
考

え
て
い
る
。

　

⑶
市
有
街
灯
に
つ
い
て
は
、
自
動

車
・
自
転
車
・
歩
行
者
の
安
全
を
確

保
す
る
た
め
、
主
に
交
差
点
を
中
心

に
設
置
し
て
い
る
。
球
替
え
は
迅
速

に
対
応
し
て
い
る
が
、
本
体
の
故
障

等
に
つ
い
て
は
機
器
の
種
類
に
よ
っ

て
修
繕
に
時
間
を
要
す
る
も
の
も
あ

る
。
今
後
と
も
速
や
か
な
対
応
に
努

め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

○
子
育
て
応
援
特
別
手
当
の
執
行
停

止
に
つ
い
て

〇
む
だ
根
絶
へ
の
取
組
み
に
つ
い
て

〇
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
へ
の
取
組

み
に
つ
い
て

■
議
員　

私
は
、
大
橋
川
改
修
事
業

着
工
同
意
の
回
答
は
少
し
で
も
早
く

と
の
強
い
気
持
ち
が
あ
る
。
国
の
予

算
措
置
の
問
題
も
あ
り
、
で
き
る
だ

け
早
い
段
階
で
同
意
し
な
け
れ
ば
、

実
際
に
被
害
を
受
け
て
お
ら
れ
る
松

江
市
民
の
安
心
と
安
全
の
確
保
が
さ

ら
に
お
く
れ
る
懸
念
が
あ
る
。
境
港

市
は
、
同
意
を
決
定
し
、
今
週
中
に

も
そ
の
意
思
を
県
に
回
答
す
る
と
聞

い
て
い
る
。
市
長
の
英
断
に
よ
る
少

し
で
も
早
い
回
答
を
要
望
す
る
。
市

長
の
強
い
決
意
を
伺
う
。

■
市
長　

大
橋
川
改
修
事
業
に
関
す

る
同
意
条
件
の
３
条
件
の
う
ち
環
境

調
査
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
ん
な
場
面

で
必
要
な
事
項
の
申
入
れ
を
行
い
、

特
段
の
意
見
な
し
と
い
う
と
こ
ろ
ま

で
き
て
、
め
ど
が
つ
い
た
と
思
っ
て

い
る
。
治
水
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

い
ろ
ん
な
場
面
で
主
張
を
行
い
、
最

終
的
に
は
沿
岸
５
市
町
が
了
承
で
き

る
と
こ
ろ
ま
で
き
た
。
堤
防
の
開
削

問
題
に
つ
い
て
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

等
の
結
果
を
見
な
が
ら
今
後
と
も
協

議
を
し
て
い
く
こ
と
で
、
こ
れ
も
一

応
の
め
ど
が
つ
い
た
と
思
っ
て
い
る
。

斐
伊
川
水
系
の
沿
岸
の
住
民
の
方
々

が
被
害
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
お

り
、
私
ど
も
の
懸
念
が
あ
る
程
度
払

し
ょ
く
さ
れ
た
こ
と
で
、
同
意
す
る

こ
と
に
異
存
な
し
と
答
え
る
べ
き
と

判
断
し
た
。

■
議
員　

災
害
発
生
時
に
は
高
齢
者

独
居
世
帯
や
身
体
障
が
い
者
等
の
要

援
護
者
の
誘
導
な
ど
、
行
政
と
自
治

会
が
綿
密
に
連
携
を
と
り
な
が
ら
行

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
域
防

災
計
画
の
見
直
し
に
際
し
、
要
援
護

者
の
情
報
整
理
と
と
も
に
、
自
治
会

と
避
難
誘
導
ま
で
の
取
り
決
め
を
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

■
総
務
部
長　

災
害
時
要
援
護
者
台

帳
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
よ
り
要
援
護

者
の
基
本
情
報
、
避
難
に
必
要
な
情

報
、
避
難
支
援
者
、
情
報
伝
達
手
段

な
ど
の
個
別
支
援
プ
ラ
ン
の
整
備
を

進
め
た
い
と
考
え
て
い
る
。

■
議
員　

夜
間
に
大
規
模
災
害
が
発

生
し
た
場
合
、
公
民
館
な
ど
の
避
難

施
設
に
逃
げ
込
も
う
と
思
っ
て
も
、

実
際
に
は
か
ぎ
が
か
か
っ
て
い
て
中

に
入
れ
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
り
、

住
民
の
不
安
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

ど
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
て
い
る
の
か
。

■
総
務
部
長　

大
規
模
災
害
発
生
時

に
は
、
直
ち
に
災
害
対
策
本
部
を
設

置
す
る
と
と
も
に
、
全
職
員
が
各
担

当
班
配
備
と
な
る
。
地
震
の
場
合
の

避
難
所
予
定
施
設
は
、
直
ち
に
建
築

班
が
応
急
危
険
度
判
定
士
を
組
織
し
、

安
全
と
診
断
し
た
施
設
の
み
開
設
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。
夜
間
に
つ
い

て
も
、
災
害
時
は
も
と
よ
り
気
象
警

報
等
が
発
令
さ
れ
た
ら
、
関
係
職
員

は
庁
舎
等
に
参
集
し
、
避
難
所
を
開

設
す
る
体
制
を
整
え
て
い
る
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

○
山
陰
文
化
観
光
圏
に
つ
い
て

■
議
員　

認
知
症
状
の
中
心
は
記
憶

障
が
い
や
判
断
力
低
下
な
ど
で
あ
る
。

周
辺
症
状
は
、
怒
り
っ
ぽ
く
な
っ
た

り
、
不
安
に
な
っ
た
り
、
異
常
な
行

動
が
見
ら
れ
た
り
し
、
家
族
や
周
り

に
い
る
人
は
厳
し
い
状
況
だ
と
思
う
。

認
知
症
の
人
と
家
族
へ
の
支
援
に
は

ど
の
よ
う
な
施
策
が
あ
る
の
か
。

■
市
長　

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
や
認
知

症
型
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
認
知
症
高
齢

者
見
守
り
支
援
事
業
、
は
い
回
高
齢

者
家
族
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
ほ
か
、
公

民
館
で
の
認
知
症
予
防
教
室
な
ど
の

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
。

■
議
員　

認
知
症
高
齢
者
見
守
り
支

援
事
業
は
よ
い
施
策
で
あ
り
、
さ
ら

に
広
げ
て
い
く
べ
き
と
考
え
る
が
見

解
を
伺
う
。

■
福
祉
保
健
部
長　

認
知
症
者
の
安

全
の
確
保
や
家
族
の
負
担
を
軽
減
す

る
重
要
な
事
業
で
あ
る
。
た
だ
、
支

援
員
の
育
成
が
理
想
ど
お
り
に
で
き

て
い
な
い
た
め
、
事
業
の
重
要
性
を

か
ん
が
み
、
支
援
員
の
育
成
に
今
後

も
引
き
続
き
努
め
た
い
。

■
議
員　

地
域
ご
と
に
見
守
り
支
援

員
を
配
置
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

■
福
祉
保
健
部
長　

地
域
の
中
で
お

世
話
が
完
結
で
き
る
よ
う
な
体
制
を

つ
く
る
こ
と
を
目
的
に
、
地
域
に
お

ら
れ
る
認
知
症
介
護
経
験
者
等
に
加
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安
全
・
安
心
な
市
道
に
つ
い
て

地
域
防
災
に
つ
い
て

認
知
症
対
策
に
つ
い
て

大
橋
川
改
修
事
業
着
工
同
意
の

米
子
市
の
対
応
に
つ
い
て

岩い
わ
さ
き﨑
康や

す
ろ
う朗

議
員（
新
風
）

伊い
と
う藤

ひ
ろ
え
議
員（
未
来
）



わ
っ
て
い
た
だ
き
、
支
え
合
い
マ
ッ

プ
づ
く
り
を
全
市
的
に
広
げ
て
い
き

た
い
。

■
議
員　

平
成
20
年
度
決
算
で
は
、

一
般
会
計
の
市
債
残
高
が
６
９
２
億

９
１
９
１
万
円
、
将
来
負
担
比
率
は

２
１
２
・
２
㌫
と
な
っ
て
お
り
、
多

く
の
負
担
が
次
世
代
に
先
送
り
さ
れ

て
い
る
現
状
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と

考
え
る
が
、
市
長
の
見
解
を
伺
う
。

■
市
長　

市
債
残
高
や
将
来
負
担
比

率
が
高
い
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
で

は
な
い
の
で
、
投
資
的
事
業
を
厳
選

し
、
市
債
の
発
行
を
元
金
償
還
額
以

下
に
抑
制
す
る
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ

ン
ス
の
黒
字
化
を
継
続
す
る
な
ど
将

来
負
担
の
抑
制
に
努
め
て
い
く
。

■
議
員　

中
期
財
政
見
通
し
が
情
勢

の
変
化
を
踏
ま
え
て
修
正
さ
れ
た
場

合
、
そ
れ
に
伴
い
総
合
計
画
の
見
直

し
を
す
る
こ
と
は
な
い
の
か
。

■
市
長　

中
期
財
政
見
通
し
は
、
総

合
計
画
の
推
進
を
前
提
と
し
た
上
で
、

情
勢
変
化
を
踏
ま
え
、
一
定
の
条
件

の
も
と
財
政
状
況
を
推
計
し
た
も
の

に
す
ぎ
な
い
た
め
、
中
期
財
政
見
通

し
の
修
正
に
伴
い
総
合
計
画
の
見
直

し
を
す
る
こ
と
は
な
い
。

■
議
員　

負
担
の
先
送
り
を
し
な
い

た
め
の
方
策
を
早
急
に
講
じ
る
べ
き

で
は
な
い
か
。

■
市
長　

施
設
整
備
な
ど
の
投
資
的

事
業
に
つ
い
て
は
、
利
益
を
享
受
す

る
将
来
の
世
代
に
負
担
を
お
願
い
す

る
こ
と
は
合
理
性
の
あ
る
こ
と
で
あ

り
、
単
な
る
負
担
の
先
送
り
で
は
な

い
と
考
え
る
。

■
議
員　

⑴
図
書
館
・
美
術
館
・
山

陰
歴
史
館
の
整
備
が
こ
れ
以
上
お
く

れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と

思
う
が
、
２
０
１
２
年
度
中
の
オ
ー

プ
ン
は
可
能
か
。
ま
た
美
術
館
と
歴

史
館
も
同
時
に
オ
ー
プ
ン
す
る
の
か
。

　

⑵
各
館
の
あ
る
べ
き
姿
、
規
模
、

立
地
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
、

そ
れ
ぞ
れ
の
整
備
の
主
眼
を
ど
こ
に

置
い
て
進
め
ら
れ
る
の
か
。

■
市
長　

⑴
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

で
整
備
計
画
の
概
要
に
つ
い
て
検
討

を
進
め
て
お
り
、
平
成
22
年
度
に
耐

震
診
断
と
基
本
設
計
を
実
施
す
る
予

定
で
あ
り
、
図
書
館
・
美
術
館
と
も

平
成
24
年
度
の
供
用
開
始
を
目
指
し

て
作
業
を
進
め
て
い
る
。

　

⑵
こ
れ
ら
の
施
設
は
、
市
の
中
心

に
位
置
す
る
市
役
所
を
初
め
と
す
る

公
共
施
設
と
一
体
と
な
っ
て
文
化
ゾ

ー
ン
を
形
成
す
る
施
設
と
し
て
、
充

実
し
た
機
能
と
高
い
利
便
性
を
持
つ

施
設
が
理
想
的
と
考
え
て
い
る
。
社

会
情
勢
の
変
化
や
財
政
状
況
を
踏
ま

え
、
現
有
施
設
を
有
効
に
活
用
し
な

が
ら
使
い
や
す
さ
を
向
上
さ
せ
る
と

と
も
に
、
文
化
ゾ
ー
ン
全
体
と
し
て

の
一
体
性
と
利
便
性
の
向
上
を
図
る

た
め
、
噴
水
施
設
撤
去
の
可
能
性
も

含
め
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
山
陰
歴

史
館
に
つ
い
て
は
、
老
朽
化
し
た
施

設
の
整
備
と
と
も
に
、
多
面
的
な
利

活
用
の
観
点
か
ら
今
後
の
施
設
の
あ

り
方
を
含
め
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

■
議
員　

⑴
大
橋
川
改
修
事
業
の
実

施
に
異
を
唱
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、

説
明
文
の
中
で
気
に
な
る
と
こ
ろ
が

あ
る
。
説
明
文
に
は
「
適
切
な
対
策

の
中
に
は
、
大
海
崎
堤
防
の
開
削
も

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
相
互
に
確
認

し
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
確
認

事
項
は
、
公
文
書
な
り
議
事
録
な
り

に
な
っ
て
い
る
の
か
。

　

⑵
平
成
13
年
の
確
認
書
の
前
提
は
、

両
堤
防
開
削
す
べ
き
と
な
っ
て
い
る
。

平
成
16
年
の
両
県
知
事
合
意
に
よ
る

森
山
堤
防
の
み
の
開
削
と
な
り
今
日

を
迎
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
対
し

て
一
定
の
評
価
を
す
る
と
言
わ
れ
た
。

評
価
に
値
す
る
か
ど
う
か
は
別
に
し

て
、
当
時
の
議
会
に
報
告
な
り
了
承

な
り
を
事
前
に
取
り
つ
け
ら
れ
た
の

か
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
が
引
っ
か
か
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

■
市
長　

⑴
関
係
機
関
と
の
た
び
重

な
る
協
議
の
中
で
確
認
し
た
事
項
で

あ
り
、
公
文
書
や
議
事
録
に
は
な
っ

て
い
な
い
が
、
信
義
誠
実
の
原
則
に

の
っ
と
り
、
誠
意
を
持
っ
て
対
応
さ

れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。
公

文
書
に
つ
い
て
は
、
県
と
具
体
的
に

協
議
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

⑵
平
成
16
年
12
月
22
日
の
鳥
取
・

島
根
両
県
知
事
合
意
の
内
容
に
つ
い

て
は
、
平
成
17
年
１
月
19
日
に
開
催

さ
れ
た
中
海
問
題
等
調
査
特
別
委
員

会
協
議
会
で
報
告
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

○「
天
皇
陛
下
御
即
位
か
ら
の
20
年
」

の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
取
扱
い
に
つ
い
て

■
議
員　

国
民
健
康
保
険
料
は
、
前

年
の
所
得
を
も
と
に
決
定
さ
れ
て
い

る
た
め
、
倒
産
や
リ
ス
ト
ラ
で
職
を

失
い
、
収
入
が
少
な
く
な
り
、
保
険

料
が
高
い
た
め
払
い
た
く
て
も
払
え

な
い
方
が
い
る
。
現
年
度
分
の
収
納

率
は
約
87
㌫
と
低
い
が
、
国
民
健
康

保
険
事
業
特
別
会
計
が
黒
字
に
な
っ

て
い
る
の
は
、
保
険
料
が
高
い
た
め

で
は
な
い
か
。
保
険
料
の
値
下
げ
を

し
て
は
ど
う
か
。

■
市
長　

高
齢
化
の
進
展
に
伴
い
年

々
医
療
費
が
増
大
す
る
中
、
国
保
事

業
を
健
全
で
安
定
的
に
継
続
し
て
い

く
た
め
に
は
、
医
療
費
に
見
合
う
保

険
料
は
必
ず
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会

計
の
財
政
は
、
基
金
の
繰
入
れ
な
ど

に
よ
り
平
成
20
年
度
ま
で
は
黒
字
を

維
持
し
て
い
る
が
、
平
成
19
年
度
か

ら
単
年
度
収
支
は
赤
字
と
な
っ
て
お

り
、
基
金
も
少
な
い
現
在
の
状
況
で

は
、
保
険
料
の
引
下
げ
を
行
う
こ
と

は
、
必
要
財
源
の
確
保
の
面
か
ら
非

常
に
困
難
で
あ
る
。

■
議
員　

病
気
に
か
か
ら
な
い
よ
う

に
し
て
国
保
を
使
わ
な
い
よ
う
に
す

れ
ば
黒
字
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

■
市
長　

で
き
る
だ
け
医
療
を
使
っ

て
い
た
だ
か
な
い
よ
う
に
す
る
の
は

重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
介
護
予
防
、
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米
子
市
中
期
財
政
見
通
し
に
つ

い
て

尾お
ざ
わ沢
三み

つ
お夫

議
員（
自　

民

ク
ラ
ブ

）

図
書
館
、
美
術
館
、
歴
史
館
に

つ
い
て

国
民
健
康
保
険
料
の
値
下
げ
に

つ
い
て

大
橋
川
拡
幅
と
中
海
問
題
に
つ

い
て

松ま
つ
い井
義よ

し
お夫

議
員（
自　

民

ク
ラ
ブ

）



認
知
症
の
早
期
発
見
、
健
康
診
断
、

生
活
習
慣
病
の
対
策
等
を
あ
わ
せ
て

行
っ
て
い
る
。

■
議
員　

町
に
は
失
業
者
が
多
く
、

米
子
公
共
職
業
安
定
所
は
狭
あ
い
の

上
、
境
港
の
職
安
も
統
合
さ
れ
、
失

業
者
、
職
を
求
め
る
人
々
で
あ
ふ
れ

て
お
り
、
場
所
も
公
共
交
通
機
関
で

は
不
便
、
そ
の
上
、
駐
車
場
は
本
会

議
で
質
問
を
し
た
結
果
、
少
し
ず
つ

広
げ
て
い
る
が
、
米
子
警
察
署
跡
地

に
移
転
し
た
ら
公
共
交
通
機
関
の
便

も
よ
く
、
利
用
者
に
も
よ
い
こ
と
だ

と
思
う
が
、
市
長
は
県
に
、
そ
の
よ

う
な
市
民
目
線
で
話
合
い
を
さ
れ
た

こ
と
が
あ
る
か
。

■
市
長　

米
子
公
共
職
業
安
定
所
で

は
、
米
子
駅
前
相
談
室
の
開
設
や
第

３
駐
車
場
の
設
置
な
ど
の
混
雑
解
消

に
向
け
た
改
善
策
を
講
じ
て
こ
ら
れ

た
が
、
議
員
指
摘
の
と
お
り
、
現
下

の
厳
し
い
雇
用
経
済
情
勢
や
平
成
20

年
４
月
の
境
港
公
共
職
業
安
定
所
の

廃
止
な
ど
に
よ
り
毎
日
大
変
込
み
合

っ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
こ
う
し
た

状
況
の
中
、
市
と
し
て
も
、
駐
車
場

や
道
路
の
混
雑
の
解
消
に
よ
る
利
用

者
の
利
便
性
の
高
い
場
所
へ
移
転
し

て
も
ら
う
よ
う
国
に
対
し
て
本
年
９

月
、
要
望
書
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
米
子
警
察
署
跡
地
へ
の
移
転

の
提
案
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
国
が

移
転
を
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ

ば
、
米
子
警
察
署
跡
地
も
含
め
、
移

転
候
補
地
の
情
報
提
供
な
ど
の
協
力

を
し
て
い
き
た
い
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

○
水
道
局
の
改
築
に
つ
い
て

■
議
員　

成
年
後
見
制
度
の
利
用
が

進
ま
な
い
の
は
、
制
度
上
、
判
断
能

力
が
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
要
件
を

課
し
て
い
る
た
め
、
任
意
代
理
契
約

で
対
処
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
大

き
な
理
由
の
一
つ
だ
と
考
え
る
。
本

市
に
お
け
る
現
状
認
識
、
権
利
擁
護

事
業
の
取
組
み
に
つ
い
て
伺
う
。

■
市
長　

任
意
後
見
の
場
合
、
後
見

人
へ
の
報
酬
は
、
後
見
人
と
本
人
と

の
契
約
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
る
と
認

識
し
て
い
る
が
、
身
寄
り
が
な
く
第

三
者
と
な
る
法
律
専
門
職
が
後
見
人

と
な
る
場
合
、
資
力
が
乏
し
い
人
は

制
度
が
利
用
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う

な
場
合
、
社
会
福
祉
協
議
会
が
行
う

権
利
擁
護
事
業
の
利
用
を
勧
め
て
い

る
。
こ
の
事
業
は
、
後
見
制
度
の
よ

う
な
契
約
の
取
消
権
等
は
な
い
が
、

生
活
支
援
員
が
日
常
生
活
に
不
安
を

抱
え
て
お
ら
れ
る
高
齢
者
な
ど
の
自

立
を
助
け
、
在
宅
や
施
設
で
の
生
活

支
援
を
行
っ
て
い
る
。

■
議
員　

報
酬
を
支
払
え
る
だ
け
の

資
力
が
な
く
、
権
利
擁
護
を
受
け
に

く
い
高
齢
者
に
対
し
、
行
政
の
手
当

て
が
必
要
と
考
え
る
が
、
市
長
の
所

見
を
伺
う
。

■
市
長　

引
き
続
き
社
会
福
祉
協
議

会
の
権
利
擁
護
事
業
の
Ｐ
Ｒ
に
努
め
、

市
民
後
見
人
を
養
成
す
る
な
ど
、
比

較
的
低
額
の
報
酬
で
後
見
制
度
を
利

用
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
先
進
事

例
な
ど
研
究
し
て
い
き
た
い
。

■
議
員　

同
一
人
が
複
数
の
審
議
会

等
の
委
員
を
兼
任
し
て
し
ま
う
と
、

多
様
な
意
見
を
反
映
さ
せ
る
機
会
が

失
わ
れ
る
。
兼
任
を
排
し
、
よ
り
多

様
な
人
材
を
委
員
と
し
て
登
用
す
べ

き
で
は
な
い
か
。

■
市
長　

よ
り
多
く
の
市
民
等
の
意

見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、
重
複
す
る

場
合
の
件
数
は
、
原
則
４
件
以
内
と

し
て
い
る
。
団
体
か
ら
の
推
薦
の
場

合
は
、
特
定
の
団
体
に
偏
ら
な
い
よ

う
任
期
ご
と
に
団
体
を
変
え
た
り
、

会
長
等
に
偏
ら
な
い
代
表
者
を
選
ん

で
い
た
だ
い
て
お
り
、
さ
ら
に
公
募

制
を
導
入
し
て
幅
広
い
委
員
の
選
任

に
努
め
て
い
る
。

■
議
員　

４
件
以
内
で
も
多
過
ぎ
る

の
で
は
な
い
か
。
今
後
、
見
直
し
を

行
う
考
え
は
な
い
か
。

■
総
務
部
長　

審
議
会
の
中
に
は
専

門
的
な
見
地
か
ら
意
見
を
い
た
だ
く

も
の
も
あ
る
た
め
兼
任
を
４
件
以
内

と
し
た
経
過
が
あ
り
、
多
い
と
は
考

え
て
い
な
い
。
兼
任
の
件
数
は
、
状

況
に
応
じ
て
見
直
し
を
図
り
た
い
。

■
議
員　

若
い
層
か
ら
の
意
見
が
必

要
で
あ
れ
ば
、
大
学
生
枠
を
設
け
る

な
ど
、
よ
り
積
極
的
な
人
材
の
任
用

方
法
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

■
総
務
部
長　

審
議
会
に
若
い
階
層

か
ら
の
登
用
を
推
進
す
る
こ
と
は
、

活
性
化
を
図
る
上
で
も
有
意
義
と
考

え
る
が
、
学
生
か
勤
労
者
か
を
区
別

す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

■
議
員　

本
市
の
悪
循
環
の
原
点
は

働
く
場
所
が
な
い
こ
と
に
尽
き
る
と

思
う
が
、
市
長
の
先
陣
を
切
っ
た
行

動
が
見
え
て
こ
な
い
。
今
の
不
況
下
、

ど
こ
を
回
っ
て
も
相
手
に
さ
れ
な
い

と
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
時

期
に
積
極
的
に
動
き
、
本
市
を
売
り

込
ん
で
お
く
こ
と
は
、
意
義
が
あ
る

こ
と
だ
と
思
う
。
今
こ
そ
あ
ら
ゆ
る

手
段
を
駆
使
し
て
行
動
を
展
開
す
る

と
き
だ
と
考
え
る
。
企
業
誘
致
、
雇

用
の
確
保
の
問
題
に
つ
い
て
の
認
識
、

ま
た
、
方
策
を
ど
の
よ
う
に
立
て
よ

う
と
し
て
い
る
の
か
伺
う
。

■
市
長　

企
業
誘
致
は
、
地
域
の
活

性
化
と
雇
用
の
確
保
に
大
き
な
効
果

が
あ
り
、
積
極
的
に
取
り
組
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
不

況
下
で
企
業
の
設
備
投
資
意
欲
は
低

下
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
本
年
６
月

議
会
に
は
企
業
誘
致
関
連
予
算
の
増

額
を
行
い
、
精
力
的
に
県
外
企
業
訪

問
を
実
施
す
る
な
ど
、
取
組
み
を
強

化
し
て
き
た
。
私
自
身
も
、
今
年
４

月
以
降
、
10
社
の
県
外
企
業
を
訪
問

し
、
本
市
へ
の
進
出
を
初
め
、
本
市

工
場
等
の
拡
充
や
雇
用
の
確
保
・
拡

大
な
ど
を
働
き
か
け
て
き
た
。
今
後

と
も
、
活
力
み
な
ぎ
る
米
子
の
実
現

の
た
め
、
企
業
誘
致
の
実
現
を
目
指

し
、
大
阪
事
務
所
や
企
業
誘
致
推
進

委
員
に
よ
る
情
報
の
収
集
や
県
と
の

連
携
強
化
な
ど
を
図
り
、
私
が
先
頭

に
立
っ
て
取
り
組
む
所
存
で
あ
る
。
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職
業
安
定
所
の
移
転
に
つ
い
て

市
長
の
諮
問
機
関
た
る
各
種
審

議
会
等
の
運
用
方
針
に
つ
い
て

三み
か
も鴨　

秀ひ
で
ふ
み文

議
員（
維
新
）

高
齢
者
の
権
利
擁
護
事
業
に
つ

い
て

企
業
誘
致
に
つ
い
て

竹た
け
う
ち内
英え

い
じ二

議
員（
新
風
）



■
議
員　

近
年
、
多
く
の
た
め
池
で

水
漏
れ
が
発
生
し
、
た
め
池
を
抱
え

る
成
実
地
区
・
陰
田
地
区
で
は
、
深

刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
農
業
用

の
た
め
池
の
修
理
・
復
旧
費
用
は
、

現
行
、
負
担
金
工
事
と
い
う
こ
と
で
、

関
係
者
が
６
㌫
負
担
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
が
、
防
災
・
安
全
の
視
点

か
ら
修
理
・
補
強
費
が
ね
ん
出
で
き

な
い
の
か
伺
う
。

■
経
済
部
長　

農
業
用
た
め
池
に
よ

っ
て
は
、
農
業
用
以
外
に
も
、
防
火

用
水
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
公
共
的
性

格
を
持
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
と
考

え
て
い
る
。
他
方
、
そ
れ
ぞ
れ
の
農

家
の
農
地
の
生
産
性
を
高
め
て
い
く

と
い
う
意
味
で
、
私
益
的
な
性
格
も

備
え
て
お
り
、
受
益
者
の
負
担
も
お

願
い
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

■
議
員　

一
農
家
に
と
っ
て
、
負
担

は
厳
し
い
も
の
が
あ
り
、
結
果
と
し

て
、
集
落
の
意
思
集
約
が
で
き
ず
、

放
置
さ
れ
て
い
る
現
況
で
あ
る
。
６

㌫
が
工
面
で
き
な
け
れ
ば
、
危
険
が

あ
っ
て
も
修
理
し
な
い
の
か
、
ま
た
、

６
㌫
と
い
う
数
字
は
絶
対
的
な
も
の

な
の
か
伺
う
。

■
経
済
部
長　

農
地
の
生
産
性
を
高

め
る
も
の
で
あ
り
、
負
担
は
お
願
い

を
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
６
㌫
を
減
額

す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
が
、
修

理
の
仕
方
等
に
つ
い
て
何
ら
か
の
方

法
は
、
個
別
・
具
体
的
な
話
を
す
る

中
で
地
元
と
協
議
を
し
た
い
と
思
う
。

■
議
員　

例
え
ば
相
続
の
場
合
、
戸

籍
、
除
籍
等
多
岐
に
わ
た
る
証
明
が

必
要
で
あ
る
。
個
々
の
ケ
ー
ス
で
必

要
な
証
明
が
異
な
り
、
個
人
で
の
把

握
が
困
難
な
こ
と
か
ら
、
結
果
と
し

て
何
度
も
来
庁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
聞
く
。
高
齢
者
世
帯
が
増
加
す

る
中
、
バ
ス
で
来
ら
れ
る
方
に
と
っ

て
は
大
変
な
こ
と
で
あ
り
、
時
代
に

対
応
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
が
急
務

で
あ
る
。
各
種
証
明
の
発
行
に
つ
い

て
は
、
個
人
情
報
保
護
の
視
点
か
ら
、

本
人
の
申
請
が
原
則
で
あ
る
こ
と
は

承
知
し
て
い
る
が
、
近
隣
の
町
村
で

は
、
申
請
者
の
相
談
に
窓
口
職
員
が

時
間
を
か
け
て
対
応
す
る
こ
と
に
よ

り
、
ほ
ぼ
、
必
要
書
類
が
一
度
で
準

備
で
き
る
と
聞
い
て
い
る
。
本
市
に

お
い
て
も
さ
ら
な
る
窓
口
業
務
の
充

実
が
必
要
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

■
市
長　

本
市
で
は
窓
口
業
務
の
充

実
を
図
る
た
め
、
現
在
、
１
階
に
フ

ロ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
配
置
し
て
い

る
。
し
か
し
、
市
役
所
に
お
け
る
各

種
手
続
き
は
、
簡
単
な
も
の
か
ら
複

雑
な
も
の
ま
で
多
岐
に
わ
た
っ
て
お

り
、
相
談
内
容
が
ど
う
し
て
も
専
門

的
に
な
る
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

市
民
の
皆
様
が
困
惑
さ
れ
る
ケ
ー
ス

も
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
こ
と
を
含
め
、
指
摘
の
件
に
つ
い

て
は
、
今
後
と
も
市
民
サ
ー
ビ
ス
向

上
の
観
点
か
ら
、
さ
ら
な
る
体
制
の

充
実
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
き
た
い
。

■
議
員　

法
務
局
に
登
記
し
て
あ
る

建
物
は
、
滅
失
届
を
提
出
し
な
け
れ

ば
、
登
記
簿
上
は
永
遠
に
存
在
す
る
。

滅
失
登
記
を
行
う
上
で
、
既
存
の
建

物
で
あ
れ
ば
、
解
体
業
者
等
の
証
明

で
可
能
な
ケ
ー
ス
も
あ
る
が
、
既
に

存
在
し
な
い
建
物
の
場
合
は
、
法
務

局
の
指
導
で
、
地
域
の
自
治
会
長
に

証
明
を
求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
と

の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
市
の

場
合
、
個
人
情
報
保
護
の
立
場
か
ら
、

自
治
会
長
名
を
教
え
ら
れ
な
い
と
の

立
場
で
あ
り
、
地
元
に
知
人
等
が
な

い
県
外
在
住
者
の
場
合
、
非
常
に
手

続
き
が
行
い
に
く
い
と
聞
い
て
い
る
。

核
家
族
化
の
進
行
に
よ
り
、
今
後
、

こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
の
増
加
が
危
ぐ

さ
れ
る
。
自
治
会
長
の
氏
名
、
連
絡

先
等
、
担
当
課
以
外
の
窓
口
に
問
い

合
わ
せ
が
あ
っ
た
場
合
の
対
応
を
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
伺
う
。

■
市
長　

自
治
会
長
の
氏
名
、
住
所
、

連
絡
先
等
に
つ
い
て
は
、
米
子
市
個

人
情
報
保
護
条
例
の
規
定
に
基
づ
い

て
管
理
し
て
お
り
、
公
益
上
、
特
に

必
要
と
判
断
で
き
る
場
合
は
、
直
接
、

該
当
す
る
自
治
会
長
と
話
を
し
、
了

解
を
得
た
上
で
、
外
部
に
対
し
情
報

を
提
供
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
こ

う
し
た
対
応
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部

署
で
そ
の
是
非
を
判
断
で
き
る
ケ
ー

ス
も
あ
る
が
、
で
き
な
い
場
合
は
協

働
推
進
課
に
ご
案
内
す
る
よ
う
、
職

員
に
一
層
の
周
知
を
図
り
た
い
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

○
政
権
交
代
に
よ
る
影
響
に
つ
い
て

■
議
員　

官
製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
が

社
会
問
題
と
な
り
、
自
治
体
段
階
で

も
さ
ま
ざ
ま
な
取
組
み
が
進
め
ら
れ
、

直
接
に
労
働
者
の
賃
金
等
を
規
制
す

る
条
例
制
定
を
求
め
る
取
組
み
も
あ

り
、
野
田
市
で
は
公
契
約
条
例
が
制

定
さ
れ
た
。
そ
こ
で
以
下
伺
う
。

　

⑴
本
市
の
工
事
、
委
託
業
務
、
指

定
管
理
制
度
を
踏
ま
え
、
官
製
ワ
ー

キ
ン
グ
プ
ア
問
題
に
対
す
る
所
見
。

　

⑵
野
田
市
長
が
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、

「
各
自
治
体
で
広
げ
て
ほ
し
い
と
い

う
意
味
を
込
め
、
全
国
の
市
区
に
条

例
案
を
送
付
し
た
」
と
述
べ
、
本
市

に
も
届
い
て
い
る
と
思
う
が
、
そ
れ

に
対
す
る
感
想
と
取
扱
い
に
つ
い
て
。

■
市
長　

⑴
具
体
的
な
賃
金
体
系
を

ど
う
す
る
か
は
、
各
企
業
で
の
雇
用

契
約
で
決
め
ら
れ
る
と
い
う
現
行
法

の
も
と
で
、
個
々
の
具
体
的
な
賃
金

は
把
握
し
て
い
な
い
。
必
要
な
人
件

費
は
積
算
に
入
れ
て
契
約
し
て
い
る
。

　

⑵
野
田
市
が
公
契
約
条
例
を
制
定

さ
れ
た
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、

賃
金
・
雇
用
体
系
な
ど
が
法
律
の
枠

内
で
民
間
企
業
が
設
定
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
現
状
で
は
、
低
賃
金
問

題
は
一
自
治
体
で
解
決
で
き
る
も
の

で
は
な
く
、
本
来
は
国
に
お
け
る
関

係
法
令
の
整
備
を
行
う
こ
と
に
よ
っ

て
こ
そ
解
決
で
き
る
も
の
と
考
え
て

い
る
。
野
田
市
の
公
契
約
条
例
制
定

に
お
け
る
影
響
等
に
つ
い
て
は
、
見

守
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

■
議
員　

来
年
度
、
ほ
と
ん
ど
の
施

設
の
指
定
管
理
契
約
が
終
了
す
る
。

前
回
の
契
約
で
は
、
価
格
競
争
で
人

（9） 第20号（季刊）平成22年2月1日

農
業
用
の
た
め
池
に
つ
い
て

窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に
つ
い

て 谷た
に
も
と本　

栄
さ
か
え

議
員（
新
風
）

個
人
情
報
保
護
の
問
題
に
つ
い

て

公
契
約
条
例
に
つ
い
て

門か
ど
わ
き脇
邦く

に
こ子

議
員（
未
来
）



件
費
に
し
わ
寄
せ
が
起
き
、
労
働
条

件
が
低
下
し
た
。
こ
の
点
か
ら
、
次

回
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
改
善
す
べ

き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

■
総
務
部
長　

指
定
管
理
者
で
あ
る

法
人
等
の
人
件
費
は
、
基
本
的
に
は

法
人
で
決
定
さ
れ
る
が
、
サ
ー
ビ
ス

内
容
が
低
下
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は

な
ら
ず
、
必
要
な
指
示
を
行
う
考
え

で
あ
る
。
過
度
の
価
格
競
争
に
よ
る

労
働
意
欲
の
低
下
な
ど
の
問
題
点
も

無
視
で
き
な
い
と
考
え
て
お
り
、
選

定
基
準
の
人
件
費
の
取
扱
い
、
サ
ー

ビ
ス
向
上
策
な
ど
の
評
価
の
配
分
が

適
切
か
、
次
回
の
選
定
に
当
た
っ
て

は
、
見
直
し
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

経
費
削
減
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
指

定
管
理
者
候
補
者
の
裁
量
に
任
さ
れ

て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
狭
め
る
よ
う

な
人
件
費
の
算
定
基
準
を
示
す
こ
と

は
適
当
で
な
い
と
考
え
て
い
る
。

■
議
員　

経
費
削
減
は
相
手
方
の
裁

量
で
踏
み
込
め
な
い
と
言
う
が
、
そ

れ
が
今
の
官
製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
を

発
生
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

■
市
長　

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い

と
思
っ
て
い
る
。

■
議
員　

自
治
体
の
勇
気
あ
る
行
動

が
、
国
の
施
策
を
変
え
て
い
く
。
真

の
地
方
分
権
の
た
め
、
率
先
し
て
取

り
組
む
よ
う
、
市
長
に
求
め
た
い
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

○
仕
事
と
生
活
の
調
和
（
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）
の
実
現
に

つ
い
て

■
議
員　

事
業
仕
分
け
で
は
、
政
策

の
意
義
な
ど
を
十
分
に
議
論
さ
れ
ず

に
結
論
が
出
さ
れ
た
た
め
、
現
場
で

は
概
要
が
わ
か
ら
な
い
と
の
声
が
多

く
、
必
要
な
事
業
の
復
活
等
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
伺
う
。

　

⑴
今
回
、
住
宅
等
太
陽
光
発
電
の

導
入
補
助
金
の
補
正
予
算
７
２
０
万

円
が
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
理
由
、

台
数
、
事
業
の
継
続
に
つ
い
て
。

　

⑵
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
保
守
点
検

業
務
は
、
設
置
２
業
者
と
毎
年
高
額

の
随
意
契
約
が
さ
れ
て
い
る
。
業
者

言
い
な
り
の
委
託
料
を
見
直
し
、
削

減
を
図
る
こ
と
に
つ
い
て
。

■
市
長　

⑴
設
置
工
事
事
業
者
等
か

ら
の
聞
取
り
調
査
や
補
助
申
請
状
況
、

11
月
か
ら
の
国
の
新
た
な
太
陽
光
発

電
買
取
り
制
度
に
よ
り
、
今
後
も
申

請
件
数
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
こ
と

か
ら
、
60
件
分
の
補
正
予
算
を
計
上

し
た
。
こ
の
事
業
は
、
地
球
温
暖
化

防
止
対
策
の
有
効
な
手
段
と
認
識
し

て
い
る
が
、
国
、
県
の
今
後
の
補
助

制
度
の
動
向
を
見
な
が
ら
、
市
場
の

需
要
状
況
も
勘
案
し
、
検
討
し
た
い
。

　

⑵
見
直
し
の
参
考
と
す
る
た
め
、

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
15

年
間
の
包
括
的
運
営
維
持
管
理
業
務

契
約
を
結
ん
だ
千
葉
市
に
聞
取
り
調

査
を
実
施
し
た
。
こ
の
調
査
結
果
も

踏
ま
え
、
よ
り
安
定
的
で
効
率
的
な

委
託
方
法
に
つ
い
て
、
実
施
可
能
な

と
こ
ろ
か
ら
検
討
を
始
め
た
い
。

■
議
員　

⑴
今
回
の
補
正
予
算
に
、

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
拠
点
整

備
事
業
と
し
て
工
事
費
の
助
成
と
な

っ
て
い
る
が
、
整
備
内
容
を
伺
う
。

　

⑵
最
近
の
老
々
介
護
の
現
状
に
お

い
て
、
介
護
家
族
の
負
担
軽
減
の
た

め
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に
さ
ら

に
取
り
組
む
考
え
は
な
い
か
。

■
市
長　

⑴
国
の
緊
急
経
済
対
策
で

あ
る
介
護
基
盤
緊
急
整
備
等
臨
時
特

例
交
付
金
を
活
用
し
て
、
市
内
に
同

事
業
所
を
４
か
所
設
置
す
る
も
の
で

あ
り
、
１
事
業
所
当
た
り
２
６
２
５

万
円
の
事
業
費
を
見
込
ん
で
い
る
。

　

⑵
本
市
の
在
宅
サ
ー
ビ
ス
は
、
量

的
不
足
は
ほ
ぼ
な
い
状
況
に
あ
る
こ

と
か
ら
、
量
よ
り
質
の
向
上
を
図
り

た
い
と
考
え
て
お
り
、
認
知
症
対
応

や
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
等
の
高
度
な
介

護
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に
向
け
、
研
修

へ
の
参
加
要
請
や
取
組
み
へ
の
支
援

等
に
努
め
た
い
と
考
え
て
い
る
。

■
議
員　

平
成
22
年
度
か
ら
は
、
既

存
、
新
設
を
合
わ
せ
て
10
か
所
の
事

業
所
の
経
営
が
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
都
会
で
は
経
営
困
難
を

来
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
く
出
て
い

る
。
市
が
指
定
権
限
を
持
つ
が
、
こ

れ
を
ど
の
よ
う
に
ク
リ
ア
す
る
の
か
。

■
福
祉
保
健
部
長　

高
齢
者
に
限
ら

ず
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
担
保
は

市
の
責
任
で
あ
る
。
指
定
を
す
る
際

に
は
、
財
政
状
況
も
踏
ま
え
、
十
分

審
査
を
重
ね
、
指
定
を
し
た
い
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

○
住
宅
瑕
疵
担
保
履
行
法
に
つ
い
て

■
議
員　

９
月
定
例
会
で
、
国
の
補

助
制
度
を
活
用
し
て
、
ス
タ
ン
ド
、

照
明
等
の
改
修
を
提
案
し
、
そ
の
後

の
建
設
環
境
委
員
会
で
補
助
要
件
に

合
致
す
る
と
の
説
明
が
あ
り
、
国
等

と
も
協
議
す
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
が
、

そ
の
後
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
伺
う
。

■
市
長　

９
月
以
後
、
県
、
国
土
交

通
省
と
補
助
採
択
の
可
能
性
に
つ
い

て
協
議
を
行
っ
て
い
る
。
ス
タ
ン
ド
、

照
明
等
の
大
規
模
な
改
修
に
つ
い
て

は
、
防
災
公
園
事
業
で
あ
れ
ば
補
助

採
択
の
可
能
性
が
あ
る
と
の
回
答
を

受
け
て
い
る
が
、
採
択
に
当
た
っ
て

は
、
地
域
防
災
計
画
へ
の
位
置
づ
け
、

費
用
対
効
果
等
の
整
理
の
上
、
全
体

的
な
協
議
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ま
ざ

ま
な
問
題
点
の
整
理
を
行
い
、
調
査
・

研
究
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

■
議
員　

こ
の
補
助
事
業
を
活
用
し
、

残
り
に
合
併
特
例
債
を
充
当
す
れ
ば
、

改
修
費
を
約
20
億
円
と
し
て
、
本
市

の
実
質
負
担
額
は
幾
ら
に
な
る
か
。

■
総
務
部
長　

改
修
費
の
全
額
が
補

助
対
象
事
業
費
に
な
る
と
仮
定
す
る

と
、
補
助
金
額
は
10
億
円
と
算
定
さ

れ
る
。
合
併
特
例
債
も
適
債
事
業
と

な
る
か
ど
う
か
確
か
で
は
な
い
が
、

残
り
10
億
円
の
95
㌫
に
起
債
を
充
当

す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
元
利
償
還

金
の
70
㌫
は
普
通
交
付
税
の
措
置
対

象
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
利
子
負

担
を
含
め
る
と
、
理
論
的
に
は
４
億

近
い
額
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。

■
議
員　

鳥
取
県
で
は
、
本
年
11
月

か
ら
予
定
価
格
を
事
後
公
表
に
す
る

制
度
を
試
行
し
た
。
ま
た
、
長
崎
県
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小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事

業
所
に
つ
い
て

入
札
・
契
約
制
度
の
見
直
し
に

つ
い
て

事
業
仕
分
け
後
の
問
題
点
に
つ

い
て

笠か
さ
や谷
悦え

つ
こ子

議
員（
公
明
党

議
員
団

）

ど
ら
ド
ラ
パ
ー
ク
米
子
陸
上
競

技
場
の
整
備
課
題
に
つ
い
て

野の
ざ
か坂
道み

ち
あ
き明

議
員（
新
風
）



な
ど
で
は
、
ダ
ン
ピ
ン
グ
対
策
と
し

て
、
最
低
制
限
価
格
の
計
算
式
の
見

直
し
を
図
り
、
最
低
制
限
価
格
を
予

定
価
格
の
90
㌫
程
度
に
引
き
上
げ
て

い
る
。
こ
の
件
に
関
し
、
私
は
以
前

か
ら
見
直
し
の
必
要
性
を
指
摘
し
て

き
た
が
、
本
市
は
、
鳥
取
県
を
初
め

と
し
て
、
他
市
の
動
向
を
見
極
め
な

が
ら
調
査
・
研
究
し
た
い
と
の
答
弁

に
終
始
し
て
い
る
。
一
体
い
つ
ま
で

調
査
・
研
究
す
る
つ
も
り
か
。
検
討

段
階
に
は
い
つ
入
る
の
か
伺
う
。

■
市
長　

こ
れ
ま
で
も
建
設
業
界
の

窮
乏
に
対
応
す
る
た
め
、
必
要
に
応

じ
計
算
式
の
見
直
し
、
引
上
げ
を
行

っ
て
い
る
。
さ
ら
な
る
計
算
式
の
見

直
し
、
最
低
制
限
価
格
を
引
き
上
げ

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
市
民
の
皆
様

の
一
層
の
理
解
が
必
要
と
考
え
て
お

り
、
他
の
自
治
体
と
の
バ
ラ
ン
ス
等

を
考
慮
し
た
上
で
対
応
し
た
い
。

■
議
員　

現
在
、
最
低
制
限
未
実
施

部
門
の
ダ
ン
ピ
ン
グ
問
題
に
つ
い
て
、

今
後
、
ぜ
ひ
と
も
最
低
制
限
価
格
の

導
入
が
必
要
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

■
総
務
部
長　

入
札
制
度
で
あ
る
限

り
価
格
競
争
を
否
定
す
る
も
の
で
は

な
い
が
、
低
価
格
入
札
が
常
態
化
す

る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
最
低
制
限
価
格

の
導
入
に
つ
い
て
も
検
討
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

■
議
員　

⑴
こ
れ
ま
で
の
行
財
政
改

革
は
、
赤
字
団
体
へ
の
転
落
回
避
と

い
う
危
機
感
か
ら
、
投
資
的
事
業
の

削
減
な
ど
の
歳
出
抑
制
や
、
利
用

料
・
使
用
料
等
の
引
上
げ
に
取
り
組

ん
で
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
の

行
財
政
改
革
は
、
行
政
と
民
間
の
役

割
分
担
な
ど
、
行
政
の
守
備
範
囲
を

再
構
築
す
る
よ
う
な
視
点
で
臨
ま
な

け
れ
ば
、
投
資
的
事
業
の
抑
制
が
続

く
よ
う
な
財
政
構
造
か
ら
の
脱
却
は

で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。
第
２
次

行
財
政
改
革
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ

う
な
基
本
方
針
で
臨
む
の
か
伺
う
。

　

⑵
行
財
政
改
革
に
対
す
る
市
民
感

覚
は
、
値
上
げ
、
縮
小
・
削
減
、
廃

止
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
、

こ
れ
か
ら
は
「
選
択
と
集
中
」
を
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
と
ど
め
る
こ
と
な
く
、

効
果
的
で
効
率
的
な
、
市
民
が
よ
り

高
い
満
足
度
の
実
感
が
持
て
る
施
策

事
業
を
い
か
に
展
開
で
き
る
か
と
い

う
視
点
が
必
要
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

■
市
長　

⑴
第
１
次
行
財
政
改
革
で

は
、
当
面
の
財
政
危
機
を
全
面
に
掲

げ
、
な
り
ふ
り
構
わ
ぬ
緊
急
避
難
的

な
取
組
み
も
行
っ
た
が
、
行
財
政
改

革
は
、
基
本
的
に
は
日
ご
ろ
か
ら
の

不
断
の
努
力
の
中
で
、
常
に
効
率
・

効
果
的
な
市
政
運
営
に
向
け
て
見
直

し
を
続
け
る
べ
き
も
の
を
考
え
て
い

る
。
投
資
的
事
業
の
抑
制
ば
か
り
で

は
市
民
の
暮
ら
し
が
よ
く
な
ら
な
い

と
い
う
思
い
は
、
議
員
と
認
識
を
同

じ
く
す
る
が
、
当
面
は
、
ま
ち
づ
く

り
を
実
現
す
る
た
め
の
財
政
基
盤
の

確
立
を
図
る
た
め
、
特
別
会
計
を
含

め
た
市
財
政
の
健
全
化
に
向
け
た
取

組
み
が
急
務
と
考
え
て
い
る
。

　

⑵
財
政
基
盤
の
確
立
を
図
る
た
め

に
財
政
の
健
全
化
を
突
き
詰
め
た
結

果
、
周
り
を
見
た
ら
市
民
の
生
活
は

全
く
よ
く
な
っ
て
い
な
か
っ
た
で
は
、

本
末
転
倒
だ
と
思
う
。
市
民
の
皆
さ

ん
に
満
足
を
実
感
し
て
い
た
だ
く
た

め
に
、
財
政
基
盤
の
確
立
と
生
活
充

実
都
市
を
実
感
で
き
る
ま
ち
づ
く
り

の
両
立
が
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
の
数
年
間

は
非
常
に
厳
し
い
か
じ
取
り
が
必
要

に
な
る
と
予
想
さ
れ
る
が
、
全
力
を

尽
く
し
て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

■
議
員　

投
資
的
事
業
が
縮
小
さ
れ

て
い
く
状
況
が
続
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

市
民
生
活
に
与
え
る
影
響
、
あ
る
い

は
市
の
税
収
に
与
え
る
影
響
を
ど
の

よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
。

■
市
長　

建
設
業
を
中
心
に
影
響
が

出
て
く
る
も
の
と
思
っ
て
お
り
、
市

で
循
環
す
る
資
金
の
流
れ
が
縮
小
し

て
、
地
域
経
済
に
も
影
響
を
与
え
る

と
認
識
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
ま

ち
づ
く
り
の
た
め
の
投
資
的
事
業
と

い
う
こ
と
は
、
財
政
基
盤
の
確
立
と

両
立
さ
せ
な
が
ら
行
っ
て
い
く
必
要

が
あ
る
と
思
っ
て
お
り
、
そ
う
い
う

事
業
は
今
後
と
も
継
続
し
て
確
保
す

る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

■
議
員　

Ｊ
リ
ー
グ
昇
格
は
な
ら
な

か
っ
た
が
、
ガ
イ
ナ
ー
レ
鳥
取
は
、

地
元
メ
デ
ィ
ア
に
大
き
く
取
り
上
げ

ら
れ
、
ホ
ー
ム
ゲ
ー
ム
平
均
入
場
者

数
は
最
高
値
を
記
録
す
る
な
ど
、
地

域
に
愛
さ
れ
る
ク
ラ
ブ
と
し
て
の
認

知
度
は
飛
躍
的
に
向
上
し
た
と
感
じ

て
い
る
。
ま
た
、
関
連
施
設
整
備
の

陳
情
書
に
対
し
、
新
た
に
２
万
人
を

超
え
る
署
名
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
の
所
見
を
伺
う
。

■
市
長　

観
客
数
、
サ
ポ
ー
タ
ー
ク

ラ
ブ
入
会
者
数
と
も
増
加
し
て
き
て

お
り
、
チ
ー
ム
の
認
知
度
は
上
が
っ

て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。
こ
の
た

び
受
け
た
署
名
に
つ
い
て
は
、
市
民

の
皆
様
は
も
と
よ
り
、
市
外
、
県
外

の
方
々
の
署
名
も
あ
り
、
非
常
に
広

範
囲
に
わ
た
り
、
多
く
の
皆
様
が
Ｊ

２
対
応
の
施
設
整
備
を
望
ん
で
い
る

こ
と
を
再
認
識
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

■
議
員　

現
在
、
ガ
イ
ナ
ー
レ
関
係

は
教
育
委
員
会
体
育
課
が
所
管
し
て

い
る
が
、
今
後
、
交
流
人
口
の
増
大

に
よ
る
持
続
的
な
経
済
波
及
効
果
を

考
え
た
場
合
、
多
岐
に
わ
た
る
業
界

と
の
連
携
が
不
可
欠
で
あ
り
、
市
長

部
局
へ
の
所
管
替
え
が
必
要
と
考
え

る
が
ど
う
か
。

■
市
長　

陸
上
競
技
場
を
使
っ
て
い

た
だ
く
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
ス
ポ

ー
ツ
に
関
し
て
は
体
育
課
が
所
管
で

あ
る
の
で
、
当
面
は
体
育
課
で
所
管

さ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

■
議
員　

子
ど
も
手
当
が
創
設
さ
れ

た
場
合
、
所
得
税
の
配
偶
者
控
除
・

扶
養
控
除
等
が
廃
止
に
な
る
と
の
議

論
が
さ
れ
て
お
り
、
本
市
の
予
算
編

成
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
。
そ
こ
で
以
下
伺
う
。

　

⑴
国
が
財
源
確
保
の
た
め
に
配
偶

者
控
除
を
廃
止
し
た
場
合
の
本
市
の

子
育
て
支
援
へ
の
影
響
に
つ
い
て
。
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行
財
政
改
革
の
今
後
の
進
め
方

に
つ
い
て

中な
か
だ田

利と
し
ゆ
き幸

議
員（
新
風
）

・

ガ
イ
ナ
ー
レ
鳥
取
支
援
に
つ
い

て 松ま
つ
だ田　

正
た
だ
し

議
員（
新
風
）　

子
ど
も
手
当
に
つ
い
て



　

⑵
本
市
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の

対
象
児
童
・
生
徒
数
及
び
支
給
額
の

見
込
み
に
つ
い
て
。

　

⑶
地
方
自
治
体
に
財
源
の
負
担
を

求
め
る
と
の
報
道
が
あ
る
が
、
そ
の

場
合
の
対
応
に
つ
い
て
。

■
市
長　

⑴
仮
に
、
国
が
財
源
を
確

保
す
る
た
め
に
所
得
税
の
配
偶
者
控

除
を
廃
止
し
た
場
合
、
所
得
税
が
か

か
る
こ
と
に
よ
り
対
象
と
な
ら
な
く

な
る
ひ
と
り
親
家
庭
の
特
別
医
療
費

助
成
制
度
や
、
所
得
税
額
を
基
準
と

し
て
利
用
料
を
徴
収
し
て
い
る
保
育

料
に
影
響
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

⑵
仮
に
、
月
額
２
万
６
０
０
０
円

を
本
市
の
中
学
校
卒
業
ま
で
の
全
児

童
２
万
３
０
０
０
人
に
対
し
て
支
給

す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
、
年
間
72

億
円
に
な
る
。

　

⑶
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

全
国
市
長
会
で
も
、
理
事
・
評
議
員

合
同
会
議
で
、「
子
ど
も
手
当
創
設
に

当
た
っ
て
は
、
全
額
国
庫
負
担
と
す

る
こ
と
。」
が
決
議
さ
れ
て
い
る
。

■
議
員　

流
通
業
務
団
地
に
つ
い
て

市
長
は
平
成
22
年
度
ま
で
に
利
用
率

１
０
０
㌫
を
目
指
す
と
表
明
さ
れ
て

い
る
が
、
平
成
20
年
度
か
ら
依
然
進

出
率
77
㌫
の
ま
ま
で
あ
り
、
資
金
不

足
比
率
も
上
が
り
、
財
政
を
圧
迫
す

る
状
況
が
続
い
て
い
る
。
こ
の
状
況

を
ど
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
、
い
か
な

る
方
策
を
考
え
て
い
る
の
か
伺
う
。

■
市
長　

平
成
19
年
度
後
半
か
ら
急

激
な
経
済
の
冷
え
込
み
に
よ
り
物
流

が
停
滞
し
、
流
通
関
連
業
種
に
と
っ

て
非
常
に
厳
し
い
環
境
と
な
っ
て
い

る
。
流
通
業
務
団
地
の
早
期
１
０
０

㌫
利
用
は
本
市
の
重
要
課
題
で
あ
り
、

立
地
条
件
や
事
業
用
定
期
借
地
制
度

等
の
優
遇
策
の
周
知
に
努
め
、
情
報

収
集
や
県
と
の
連
携
強
化
を
図
っ
て

い
く
考
え
で
あ
る
。ま
た
、私
も
企
業

推
進
委
員
会
へ
の
出
席
や
会
議
、
懇

談
会
等
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
捉
え
、
企

業
誘
致
へ
の
協
力
を
お
願
い
し
て
い

る
が
、
今
後
も
人
脈
の
活
用
や
積
極

的
な
企
業
訪
問
に
努
め
る
考
え
で
あ

る
。

■
議
員　

今
の
ま
ま
で
は
平
成
22
年

度
完
売
は
お
ぼ
つ
か
な
い
と
思
わ
れ

る
。
日
程
を
割
い
て
で
も
流
通
業
務

団
地
販
売
だ
け
を
目
的
と
し
て
、
市

長
が
企
業
を
回
る
こ
と
が
必
要
と
思

う
が
、
考
え
を
伺
う
。

■
市
長　

大
き
な
課
題
と
認
識
し
て

お
り
、
今
後
も
精
い
っ
ぱ
い
販
売
に

努
め
て
ま
い
り
た
い
。

■
議
員　

市
長
は
米
子
駅
南
北
一
体

化
構
想
を
具
体
化
に
向
け
検
討
す
る

と
し
て
い
る
が
、
一
向
に
具
体
化
の

兆
し
は
見
え
て
こ
ず
、
以
下
伺
う
。

　

⑴
駅
南
地
区
の
開
発
が
見
込
ま
れ

る
こ
と
が
重
要
で
、
検
討
組
織
に
お

い
て
開
発
の
可
能
性
を
模
索
し
た
い

と
市
長
は
以
前
答
弁
し
て
い
る
が
、

現
在
ま
で
ど
の
よ
う
な
方
向
で
検
討

が
さ
れ
て
い
る
の
か
。

　

⑵
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
調
査
結
果

に
あ
る
具
体
化
を
進
め
る
上
で
の
問

題
点
と
、
ど
う
検
討
し
た
の
か
。

■
市
長　

⑴
昨
年
度
、
米
子
駅
南
地

区
土
地
利
用
検
討
調
整
会
議
を
設
け
、

現
在
ま
で
４
回
の
会
議
を
開
催
し
、

Ｊ
Ｒ
用
地
を
主
体
と
し
た
区
域
を
対

象
に
、
必
要
な
都
市
機
能
や
施
設
な

ど
に
つ
い
て
、
事
業
の
実
現
性
を
考

慮
し
検
討
を
進
め
、
平
成
22
年
度
に

土
地
利
用
計
画
案
を
策
定
す
る
。
そ

の
後
、
具
体
的
な
検
討
に
入
る
。

　

⑵
実
現
化
に
向
け
た
課
題
は
、
駅

南
地
区
の
開
発
可
能
な
土
地
の
土
地

利
用
を
検
討
し
た
上
で
、
都
市
的
土

地
利
用
の
実
現
に
向
け
た
開
発
事
業

及
び
そ
の
開
発
事
業
者
の
め
ど
が
立

つ
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
。

■
議
員　

土
地
利
用
計
画
案
が
平
成

22
年
度
に
出
さ
れ
た
後
、
63
億
円
の

構
想
計
画
は
再
度
検
討
す
る
の
か
。

■
市
長　

基
本
構
想
案
を
前
提
と
す

る
が
、
土
地
利
用
と
の
関
係
で
検
討

す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

○
事
業
仕
分
け
等
に
よ
る
影
響
に
つ

い
て

〇
淀
江
地
区
の
国
保
料
・
固
定
資
産

税
・
法
人
住
民
税
の
取
扱
い
に

つ
い
て

■
議
員　

市
長
は
、
武
士
文
化
の
城

跡
を
市
の
文
化
行
政
の
中
で
、
市
民

に
ど
の
よ
う
な
文
化
意
識
を
求
め
て

い
る
の
か
。

■
市
長　

米
子
城
跡
は
米
子
の
シ
ン

ボ
ル
と
し
て
、
親
し
み
や
郷
愁
を
感

じ
て
お
ら
れ
る
方
も
大
勢
お
ら
れ
る
。

■
議
員　

３
館
整
備
事
業
計
画
に
つ

い
て
伺
う
。
山
陰
歴
史
館
は
市
政
70

周
年
記
念
事
業
の
コ
ピ
ー
で
、
15
億

円
の
事
業
費
を
６
億
円
に
縮
減
し
た

事
業
で
あ
り
、
事
業
の
目
的
は
何
か
、

極
め
て
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
ま
た
、

図
書
館
の
増
改
築
計
画
は
事
業
費
の

投
資
規
模
が
あ
い
ま
い
で
、
政
策
評

価
、
費
用
対
効
果
の
説
明
責
任
も
果

た
し
て
い
な
い
。
先
般
の
新
聞
に
も
、

現
在
の
図
書
館
施
設
を
拡
充
す
る
方

向
で
は
、
米
子
の
図
書
館
の
あ
る
べ

き
姿
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
継
ぎ
足

し
し
て
も
、
い
ず
れ
同
じ
よ
う
な
問

題
が
起
こ
る
と
警
鐘
を
鳴
ら
さ
れ
て

い
る
市
民
の
意
見
が
あ
っ
た
。
ま
た
、

市
民
団
体
か
ら
図
書
館
の
充
実
と
発

展
に
関
す
る
要
望
書
が
提
出
さ
れ
た

が
、
要
望
書
の
施
設
規
模
と
総
事
業

費
を
、
現
計
画
と
比
較
し
、
ど
う
受

け
と
め
た
の
か
伺
う
。
ま
た
、
財
政

状
況
か
ら
３
館
の
整
備
計
画
は
一
た

ん
凍
結
し
、
現
計
画
の
見
直
し
を
す

べ
き
と
考
え
る
が
、
市
長
の
英
断
を

求
め
る
。

■
市
長　

図
書
館
に
関
す
る
要
望
に

つ
い
て
は
、
多
種
多
様
な
要
望
が
出

さ
れ
て
お
り
、
内
容
を
精
査
し
た
上

で
、
財
政
状
況
を
勘
案
し
な
が
ら
検

討
し
た
い
。
ま
た
、
整
備
に
つ
い
て

は
、
現
有
施
設
を
活
用
す
れ
ば
コ
ス

ト
的
に
も
有
利
で
、
現
在
の
施
設
を

有
効
に
活
用
し
な
が
ら
、
施
設
の
利

便
性
の
向
上
を
基
本
に
、
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム
で
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
３
施
設
の
整
備
事
業
に
つ
い

て
は
、
財
政
状
況
や
社
会
情
勢
の
変

化
な
ど
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
施
設
の
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市
長
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
取
り

組
み
（
米
子
駅
南
北
一
体
化
構

想
）
に
つ
い
て

市
長
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
取
り

組
み
（
流
通
業
務
団
地
）
に
つ

い
て

渡わ
た
な
べ辺

照て
る
お夫

議
員（
新
風
）

遠え
ん
ど
う藤　

通
と
お
る

議
員（
一　

院

ク
ラ
ブ

）

伯
耆
の
国
文
化
創
造
計
画
の
見

直
し
と
市
民
要
望
の
図
書
館
問

題
に
つ
い
て



整
備
に
努
め
て
い
き
た
い
。

■
議
員　

新
聞
報
道
に
あ
っ
た
図
書

館
整
備
に
つ
い
て
の
市
民
の
意
見
を

市
長
は
ど
う
受
け
と
め
た
の
か
。

■
市
長　

記
事
が
あ
っ
た
こ
と
は
承

知
し
て
い
る
が
、
中
身
を
精
査
し
て

読
ん
で
は
い
な
い
。
い
ろ
ん
な
意
見

の
方
が
お
ら
れ
る
と
思
っ
た
。

■
議
員　

図
書
館
に
つ
い
て
の
市
民

要
望
の
内
容
を
見
る
と
、
相
当
の
面

積
を
必
要
と
し
、
事
業
費
も
相
当
な

も
の
に
な
る
と
思
わ
れ
、
現
在
地
で

妥
当
な
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。

ま
た
、
歴
史
館
の
整
備
は
ど
う
か
。

■
副
市
長　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

で
は
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
検
討
す

べ
き
と
考
え
、
そ
の
中
で
は
、
廃
止
、

凍
結
、
転
用
、
見
直
し
も
選
択
肢
に

あ
り
得
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
歴
史

館
整
備
に
つ
い
て
は
検
討
に
入
っ
て

い
な
い
が
、
今
後
、
施
設
の
必
要
性
、

費
用
対
効
果
等
を
再
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
る
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

○
市
営
住
宅
の
管
理
に
つ
い
て

〇
下
水
道
事
業
に
つ
い
て

■
議
員　

市
長
は
大
橋
川
拡
幅
事
業

の
実
施
に
「
異
存
な
し
」
と
回
答
し

た
い
と
言
わ
れ
る
が
、
大
海
崎
・
森

山
両
堤
防
の
開
削
が
必
要
と
い
う
こ

れ
ま
で
の
本
市
の
姿
勢
が
全
く
見
え

な
い
。
住
民
は
、
干
陸
淡
水
化
事
業

と
堤
防
建
設
に
よ
り
30
年
近
く
被
害

を
受
け
続
け
て
お
り
、
ま
た
、
大
橋

川
拡
幅
で
被
害
が
ふ
え
る
の
を
心
配

し
て
い
る
。
平
成
17
年
２
月
に
市
長

の
出
さ
れ
た
県
へ
の
要
望
書
や
米

子
・
境
港
両
市
議
会
連
名
の
要
望
書

に
は
60
㍍
開
削
で
は
足
り
ず
、
大
海

崎
堤
防
も
開
削
が
必
要
と
書
か
れ
て

い
る
。
森
山
堤
の
60
㍍
開
削
の
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
の
結
果
も
ま
だ
明
ら
か
に

な
ら
な
い
現
状
で
、
な
ぜ
拡
幅
工
事

に
ち
ゅ
う
ち
ょ
な
く
同
意
で
き
る
の

か
、
２
堤
防
開
削
は
必
要
な
い
の
か
。

■
市
長　

森
山
・
大
海
崎
２
堤
防
の

開
削
と
い
う
基
本
的
な
考
え
を
持
ち

な
が
ら
も
、
森
山
堤
防
の
開
削
に
対

し
て
一
定
の
評
価
を
し
、
今
後
は
、

中
海
水
質
改
善
対
策
協
議
会
の
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
結
果
を
見
な
が
ら
大
海
崎

堤
防
の
開
削
も
含
め
引
き
続
き
協
議

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

■
議
員　

県
へ
の
回
答
は
２
堤
防
の

開
削
を
求
め
、
開
削
後
に
大
橋
川
拡

幅
を
検
討
す
る
と
い
う
要
求
を
き
ち

ん
と
書
き
込
む
べ
き
。
所
見
を
伺
う
。

■
市
長　

３
条
件
が
一
定
の
担
保
が

な
さ
れ
た
と
い
う
考
え
に
立
っ
て
お

り
、
異
存
な
い
旨
回
答
し
た
い
。

■
議
員　

⑴
国
民
皆
保
険
の
本
旨
か

ら
、
国
庫
負
担
の
割
合
を
現
在
の
27
・

１
㌫
か
ら
、
１
９
８
４
年
当
時
の
49
・

８
㌫
へ
戻
し
、
加
入
者
の
負
担
を
軽

く
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
国
に

負
担
増
を
求
め
な
が
ら
、
一
般
財
源

も
繰
り
入
れ
、
払
え
る
保
険
料
の
水

準
に
引
き
下
げ
る
考
え
は
な
い
か
。

　

⑵
滞
納
世
帯
の
う
ち
、
特
に
納
付

状
況
の
よ
く
な
い
世
帯
に
は
保
険
証

を
送
付
せ
ず
、
窓
口
に
納
付
相
談
に

来
ら
れ
何
が
し
か
の
納
付
が
あ
っ
て

初
め
て
短
期
保
険
証
を
渡
し
て
い
る

そ
う
だ
が
、
短
期
証
が
手
元
に
な
い

世
帯
は
幾
ら
あ
る
の
か
。

■
市
長　

⑴
国
保
会
計
は
、
平
成
19

年
度
か
ら
単
年
度
収
支
は
赤
字
と
な

っ
て
お
り
、
基
金
も
残
り
少
な
い
現

在
の
状
況
で
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。

　

⑵
平
成
21
年
10
月
末
現
在
で
５
４

６
世
帯
で
あ
る
。

■
議
員　

国
保
は
、
国
民
の
健
康
と

命
を
守
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
。
医

療
の
給
付
と
納
付
状
況
は
別
の
も
の

と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
と
め

置
き
と
資
格
証
明
書
の
発
行
は
や
め

る
べ
き
と
考
え
る
が
、
所
見
を
伺
う
。

■
市
民
人
権
部
長　

負
担
の
公
平
性

を
考
え
る
と
何
ら
か
の
対
応
を
し
て

い
た
だ
き
た
い
。
基
本
的
に
は
お
い

で
い
た
だ
き
事
情
等
を
説
明
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
、
短
期
証
は
渡
す
ス
タ

ン
ス
で
い
る
。

■
議
員　

⑴
保
育
事
業
へ
の
財
政
支

出
の
削
減
は
、
人
件
費
を
抑
制
し
、

民
間
ベ
ー
ス
の
保
育
士
待
遇
へ
の
置

き
換
え
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。

保
育
の
質
の
低
下
を
も
た
ら
し
、
市

が
目
指
す
保
育
の
充
実
と
は
逆
方
向

に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

⑵
民
営
化
の
目
的
に
、
多
様
な
ニ

ー
ズ
へ
の
対
応
を
上
げ
て
い
る
が
、

公
立
で
は
何
が
問
題
と
な
る
の
か
。

■
市
長　

⑴
保
育
所
の
民
営
化
は
、

限
り
あ
る
財
源
や
人
材
を
有
効
に
活

用
し
て
保
育
サ
ー
ビ
ス
を
安
定
的
・

継
続
的
に
提
供
す
る
こ
と
で
、
保
育

環
境
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
目
的
で
、

民
間
ベ
ー
ス
の
保
育
士
待
遇
に
置
き

換
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
民
間
認
可
保
育
所
運
営
の
安

定
と
児
童
の
健
全
育
成
を
目
的
と
す

る
運
営
費
補
助
金
を
交
付
し
、
今
後

も
保
育
の
質
の
向
上
に
努
め
る
。

　

⑵
延
長
保
育
な
ど
の
特
別
保
育
は
、

職
員
の
確
保
や
勤
務
体
系
な
ど
、
よ

り
柔
軟
な
対
応
が
必
要
と
な
る
が
、

困
難
で
あ
る
。

■
議
員　

あ
り
方
検
討
会
の
委
員
が

ま
だ
民
営
化
の
基
本
的
な
考
え
に
納

得
さ
れ
て
い
な
い
。
保
育
環
境
が
悪

く
な
る
心
配
が
あ
れ
ば
民
営
化
方
針

は
撤
回
す
る
考
え
が
あ
る
の
か
。

■
市
長　

公
立
保
育
所
の
民
営
化
は

行
財
政
改
革
の
一
つ
と
し
て
示
し
た

も
の
で
あ
り
、
保
育
環
境
の
維
持
・

向
上
を
前
提
と
し
て
検
討
す
る
。

■
議
員　

保
険
料
の
滞
納
に
よ
る
有

効
期
間
を
縮
め
た
短
期
保
険
証
を
発

行
さ
れ
た
高
齢
者
は
、
低
所
得
者
が

中
心
と
見
ら
れ
る
。
７
都
県
が
短
期

証
を
発
行
し
て
い
な
い
が
、
市
長
は

広
域
連
合
に
対
し
短
期
証
を
発
行
し
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な
い
よ
う
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

■
市
長　

短
期
証
は
、
広
域
連
合
が

定
め
る
事
務
取
扱
要
綱
に
基
づ
き
、

被
保
険
者
間
の
公
平
性
の
確
保
や
納

付
機
会
の
維
持
・
確
保
の
観
点
か
ら
、

前
年
度
保
険
料
を
滞
納
し
、
納
付
相

談
に
応
じ
な
か
っ
た
者
を
対
象
と
し

て
交
付
し
て
い
る
。
ま
た
、
短
期
証

の
更
新
に
当
た
っ
て
は
納
付
相
談
な

ど
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
個
々
の
事

情
に
照
ら
し
て
判
断
し
な
が
ら
適
切

に
対
応
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

■
議
員　

短
期
証
発
行
件
数
は
、
米

子
市
が
鳥
取
市
よ
り
も
多
く
、
ま
た
、

県
内
５
町
村
は
全
く
な
い
。
自
治
体

で
取
扱
い
が
異
な
る
の
か
。
ま
た
、

発
行
の
事
務
手
続
き
に
つ
い
て
伺
う
。

■
部
長　

広
域
連
合
の
基
準
を
も
と

に
詳
細
は
各
自
治
体
に
任
さ
れ
て
い

る
た
め
、
市
町
村
に
よ
り
多
少
異
な

る
場
合
が
あ
る
。
本
市
で
は
国
民
健

康
保
険
と
同
じ
取
扱
い
で
あ
る
。
ま

た
、
市
町
村
が
納
付
状
況
を
広
域
連

合
に
報
告
し
、
広
域
連
合
が
短
期
証

を
発
行
す
る
こ
と
に
な
る
。

■
議
員　

短
期
証
発
行
が
な
い
町
村

の
実
態
を
聞
き
、
い
か
な
る
工
夫
が

さ
れ
て
い
る
か
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

○
生
活
困
窮
者
へ
の
保
育
料
減
免
に

つ
い
て

〇
高
齢
者
に
働
け
る
喜
び
を

■
議
員　

ワ
ク
チ
ン
接
種
に
対
し
て
、

優
先
接
種
者
、
中
で
も
子
ど
も
た
ち

の
健
康
を
守
る
立
場
か
ら
、
国
・
県

協
調
で
生
活
保
護
世
帯
、
住
民
税
非

課
税
世
帯
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
助

成
に
加
え
、
市
独
自
の
助
成
に
踏
み

出
し
て
い
る
自
治
体
が
大
勢
と
な
っ

て
い
る
。
県
内
他
市
に
お
け
る
ワ
ク

チ
ン
接
種
費
用
負
担
に
対
し
て
の
助

成
の
状
況
を
伺
う
。
ま
た
、
本
市
独

自
の
助
成
が
な
く
、
小
児
の
重
症
化

が
相
次
ぐ
と
い
う
実
態
を
考
え
れ
ば
、

新
た
な
手
だ
て
を
早
急
に
講
じ
る
べ

き
と
考
え
る
が
、
市
長
の
所
見
を
伺

う
。

■
市
長　

鳥
取
市
は
、
生
活
保
護
世

帯
及
び
市
民
税
非
課
税
世
帯
は
全
額

助
成
。
課
税
世
帯
は
２
回
目
に
限
り

１
０
０
０
円
の
自
己
負
担
に
よ
り
、

そ
の
差
額
を
助
成
。
倉
吉
市
は
、
生

活
保
護
世
帯
は
全
額
助
成
。
そ
の
他

世
帯
は
１
回
に
つ
き
１
５
０
０
円
助

成
。
境
港
市
は
、
生
活
保
護
世
帯
及

び
市
民
税
非
課
税
世
帯
は
全
額
助
成
。

課
税
世
帯
の
う
ち
妊
婦
、
幼
児
、
小

中
学
生
、
高
校
生
は
１
回
目
に
限
り

１
０
０
０
円
の
自
己
負
担
に
よ
り
、

そ
の
差
額
を
助
成
し
て
い
る
。
本
市

で
は
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
接
種
機

会
を
失
い
、
重
症
等
に
陥
る
方
を
極

力
な
く
そ
う
と
い
う
国
の
考
え
方
に

基
づ
き
助
成
を
行
っ
て
お
り
、
市
独

自
に
よ
る
助
成
に
つ
い
て
は
財
政
上
、

困
難
で
あ
る
と
考
え
る
。

■
議
員　

２
年
前
に
美
保
基
地
で
日

米
共
同
演
習
が
強
行
さ
れ
る
の
を
前

に
、
日
米
安
保
条
約
に
基
づ
く
合
同

委
員
会
で
、
美
保
基
地
を
自
衛
隊
と

の
共
用
施
設
と
し
て
米
軍
に
新
規
提

供
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
告
示
さ

れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
伺
う
。

　

⑴
米
軍
と
の
共
用
施
設
と
な
っ
た

こ
と
を
本
市
は
い
つ
知
っ
た
の
か
。

　

⑵
共
用
施
設
と
な
っ
た
経
緯
と
米

軍
施
設
と
し
て
の
使
用
期
限
は
切
っ

て
い
な
い
の
か
、
事
実
関
係
を
伺
う
。

　

⑶
米
軍
と
の
共
用
施
設
で
あ
り
続

け
る
こ
と
は
、
民
間
航
空
の
安
全
な

運
航
や
周
辺
地
域
の
平
和
と
安
全
に

と
っ
て
も
重
大
な
障
害
と
な
る
も
の

で
あ
り
、
指
定
の
解
除
を
求
め
る
べ

き
と
考
え
る
が
、
所
見
を
伺
う
。

■
市
長　

⑴
平
成
19
年
10
月
17
付
で

中
国
四
国
防
衛
局
長
よ
り
美
保
飛
行

場
の
限
定
使
用
に
つ
い
て
、
と
い
う

こ
と
で
知
ら
せ
が
あ
っ
た
。

　

⑵
日
米
共
同
統
合
演
習
で
、
米
軍

機
が
美
保
基
地
を
限
定
使
用
す
る
た

め
、
日
米
合
同
委
員
会
の
合
意
を
受

け
、
国
が
国
有
財
産
の
管
理
に
関
す

る
法
律
の
規
定
に
よ
り
米
軍
使
用
施

設
に
提
供
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
の
告

示
は
他
の
基
地
も
含
め
て
期
限
は
切

っ
て
い
な
い
と
伺
っ
て
い
る
。

　

⑶
指
定
の
解
除
を
求
め
る
の
で
は

な
く
、
訓
練
等
に
つ
い
て
は
事
前
に

国
か
ら
情
報
提
供
を
受
け
、
内
容
を

判
断
し
、
必
要
な
対
応
を
行
い
た
い
。

■
議
員　

平
成
19
年
度
の
下
水
道
使

用
料
値
上
げ
後
の
単
年
度
収
支
と
累

積
赤
字
の
状
況
に
つ
い
て
伺
う
。

■
市
長　

２
か
年
の
単
年
度
収
支
は

黒
字
と
な
っ
て
お
り
、
平
成
28
年
度

の
累
積
赤
字
解
消
に
向
け
て
、
予
定

よ
り
若
干
多
く
の
解
消
が
進
ん
で
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

■
議
員　

平
成
19
年
度
の
値
上
げ
の

際
に
、
平
成
22
年
度
以
降
の
使
用
料

は
平
成
21
年
度
に
改
め
て
検
討
す
る

と
し
て
お
り
、
本
年
10
月
に
は
米
子

市
下
水
道
等
使
用
料
審
議
会
が
検
討

結
果
と
し
て
答
申
を
出
し
て
い
る
。

下
水
道
会
計
の
健
全
化
は
着
実
に
改

善
し
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、

公
共
下
水
道
使
用
料
の
さ
ら
な
る
値

上
げ
は
現
時
点
で
は
必
要
な
い
と
考

え
る
が
、
平
成
22
年
度
以
降
の
公
共

下
水
道
使
用
料
に
つ
い
て
市
長
の
考

え
を
伺
う
。
ま
た
、
農
業
用
集
落
排

水
事
業
の
使
用
料
に
対
す
る
答
申
に

関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
見
解
で
あ
る

の
か
。

■
市
長　

米
子
市
公
共
下
水
道
等
使

用
料
審
議
会
の
答
申
を
尊
重
し
て
、

平
成
22
年
度
の
下
水
道
使
用
料
、
農

業
集
落
排
水
事
業
の
使
用
料
の
値
上

げ
は
見
送
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
農
業
集
落
排
水
事
業
の
使
用

料
に
つ
い
て
は
、
前
回
の
審
議
会
と

同
趣
旨
の
答
申
と
な
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
平
成
24
年
度
に
は
下
水
道
使

用
料
と
の
料
金
統
一
を
図
り
た
い
と

考
え
て
い
る
。

■
議
員　

国
道
・
県
道
の
バ
イ
パ
ス

等
の
新
設
に
伴
い
、
旧
道
が
市
道
と

し
て
移
管
さ
れ
て
い
る
が
、
移
管
を

受
け
る
に
当
た
り
、
国
・
県
と
ど
の
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よ
う
な
協
議
を
行
っ
て
い
る
の
か
。

ま
た
、
国
道
１
８
１
号
岸
本
バ
イ
パ

ス
が
一
部
完
成
し
、
将
来
、
諏
訪
・

八
幡
地
区
を
通
る
国
道
１
８
１
号
線

の
一
部
が
市
道
に
移
管
さ
れ
る
こ
と

が
想
定
さ
れ
る
が
、
市
道
移
管
予
定

の
国
道
の
現
状
に
つ
い
て
伺
う
。

■
市
長　

国
道
・
県
道
の
バ
イ
パ
ス

等
の
新
設
工
事
に
伴
っ
て
発
生
す
る

旧
道
の
市
へ
の
移
管
に
つ
い
て
は
、

事
業
着
手
ま
で
に
移
管
の
区
間
、
延

長
及
び
時
期
等
に
つ
い
て
覚
書
を
取

り
交
わ
し
、
そ
の
後
、
引
継
ぎ
ま
で

に
補
修
箇
所
等
、
管
理
引
継
ぎ
の
詳

細
に
つ
い
て
国
・
県
と
協
議
を
行
い
、

補
修
の
上
、
事
業
完
了
後
、
移
管
を

受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
国
道

１
８
１
号
岸
本
バ
イ
パ
ス
完
成
後
の

市
道
移
管
に
つ
い
て
は
、
事
業
着
手

年
度
の
平
成
11
年
１
月
に
移
管
に
つ

い
て
の
覚
書
を
取
り
交
わ
し
て
お
り
、

移
管
の
時
期
は
全
線
供
用
開
始
予
定

の
平
成
20
年
代
半
ば
と
伺
っ
て
い
る
。

■
議
員　

覚
書
を
取
り
交
わ
し
た
後
、

道
路
状
況
に
変
化
が
生
じ
た
場
合
は

ど
う
な
る
の
か
。

■
建
設
部
長　

修
繕
等
を
要
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
管
理
引
継
ぎ
の
詳

細
の
協
議
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い

る
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

○
米
子
市
に
お
け
る
指
定
管
理
者
制

度
に
つ
い
て

〇
行
財
政
改
革
大
綱
に
つ
い
て

■
議
員　

平
成
22
年
度
予
算
編
成
に

お
い
て
も
、
例
年
同
様
の
一
般
財
源

ベ
ー
ス
で
一
律
５
㌫
の
マ
イ
ナ
ス
シ

ー
リ
ン
グ
を
行
う
と
の
こ
と
だ
が
、

こ
の
厳
し
い
財
政
状
況
に
お
い
て
も
、

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
等
に
つ
い
て
は
政
策

的
に
財
源
を
厚
く
す
る
よ
う
指
示
を

出
し
て
い
る
の
か
。

■
市
長　

マ
イ
ナ
ス
５
㌫
シ
ー
リ
ン

グ
を
指
示
し
た
の
は
、
扶
助
費
等
の

義
務
的
経
費
を
除
く
経
常
的
経
費
に

つ
い
て
で
あ
り
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に

基
づ
く
政
策
的
経
費
に
つ
い
て
は
、

そ
の
よ
う
な
制
限
は
し
て
い
な
い
。

■
議
員　

歳
出
の
う
ち
、
普
通
建
設

事
業
費
に
つ
い
て
は
削
減
の
大
き
な

原
資
と
し
て
こ
れ
ま
で
大
き
く
マ
イ

ナ
ス
と
な
っ
て
い
る
。
普
通
建
設
事

業
費
は
、
鳥
取
市
、
松
江
市
、
出
雲

市
と
比
較
し
て
も
一
番
落
込
み
が
激

し
い
状
況
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な

状
況
か
理
解
さ
れ
て
い
る
か
。
ま
た
、

来
年
度
の
普
通
建
設
事
業
費
を
ど
の

よ
う
に
措
置
さ
れ
る
の
か
。

■
市
長　

一
般
的
に
ど
の
自
治
体
も

財
政
状
況
が
厳
し
く
、
公
共
工
事
の

発
注
量
が
減
少
し
て
い
る
。
こ
の
結

果
、
地
元
建
設
業
界
の
受
注
競
争
が

一
層
激
し
く
な
っ
て
い
る
の
は
理
解

し
て
い
る
。
来
年
度
の
普
通
建
設
事

業
費
に
つ
い
て
は
、
国
・
県
の
補
助

制
度
や
合
併
特
例
債
等
を
有
効
に
活

用
し
な
が
ら
、
引
き
続
き
事
業
を
精

選
し
て
措
置
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

■
議
員　

境
港
市
長
は
、
山
陰
沿
岸

部
の
津
波
災
害
へ
の
懸
念
や
日
本
海

を
取
り
囲
む
不
測
の
事
態
を
踏
ま
え
、

航
空
自
衛
隊
美
保
基
地
へ
の
大
型
輸

送
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
配
備
に
つ
い
て
、

４
年
越
し
の
要
請
を
し
て
お
ら
れ
る
。

現
在
航
空
自
衛
隊
の
大
型
ヘ
リ
は
、

青
森
県
三
沢
基
地
、
埼
玉
県
入
間
基

地
、
福
岡
県
春
日
基
地
、
沖
縄
県
那

覇
基
地
の
航
空
救
難
団
ヘ
リ
コ
プ
タ

ー
空
輸
隊
に
、
主
に
レ
ー
ダ
ー
サ
イ

ト
へ
の
物
資
の
補
給
用
と
し
て
配
備

さ
れ
て
い
る
。
レ
ー
ダ
ー
サ
イ
ト
を

有
す
る
日
本
海
側
の
美
保
基
地
に
配

備
さ
れ
る
可
能
性
は
高
ま
っ
て
い
る

と
考
え
る
。
大
型
ヘ
リ
の
配
備
に
対

し
、
市
長
の
所
見
を
伺
う
。

■
市
長　

災
害
時
等
に
お
け
る
被
災

者
の
救
済
や
緊
急
物
資
の
輸
送
に
つ

い
て
、
と
り
わ
け
冬
期
に
お
い
て
大

型
ヘ
リ
の
果
た
す
役
割
は
大
き
い
も

の
と
認
識
し
て
い
る
。
今
後
、
議
会

や
地
元
の
意
見
を
聞
き
、
方
向
性
を

出
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

■
議
員　

防
衛
省
が
国
防
上
、
配
備

す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
自
治

体
か
ら
要
望
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

り
、
違
い
が
理
解
で
き
て
い
る
の
か
。

大
型
ヘ
リ
は
、
武
装
し
た
ヘ
リ
で
は

な
く
、
防
災
面
で
の
出
動
も
多
い
た

め
、
他
の
地
域
か
ら
も
引
合
い
が
あ

る
も
の
で
あ
る
。
市
長
の
意
思
を
は

っ
き
り
し
て
、
早
急
に
取
り
組
ん
で

い
た
だ
き
た
い
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

○
各
種
基
本
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

■
議
員　

校
庭
を
芝
生
化
し
た
学
校

に
伺
う
と
、
子
ど
も
た
ち
が
は
だ
し

で
外
で
遊
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
、
気
分

転
換
に
な
り
勉
強
に
集
中
で
き
る
よ

う
に
な
る
な
ど
の
い
や
し
効
果
、
転

ん
で
も
け
が
が
少
な
く
安
全
、
冬
も

適
度
な
湿
度
が
保
た
れ
風
邪
を
引
き

に
く
く
な
っ
た
、
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン

ド
現
象
が
緩
和
さ
れ
る
、
土
ぼ
こ
り

が
立
た
な
く
な
っ
た
、
水
た
ま
り
が

で
き
に
く
く
な
っ
た
な
ど
予
想
以
上

の
効
果
が
表
れ
て
い
る
。
２
０
０
３

年
に
鳥
取
県
で
ス
タ
ー
ト
し
た
テ
ィ

フ
ト
ン
芝
の
苗
植
え
方
式
（
鳥
取
方

式
）
は
、
全
国
的
に
拡
大
、
人
気
を

集
め
、
学
校
や
地
域
、
ス
ポ
ー
ツ
団

体
な
ど
を
巻
き
込
み
、
根
づ
き
始
め

て
い
る
。
本
市
に
お
け
る
保
育
園
、

各
種
学
校
の
芝
生
化
に
つ
い
て
、
現

状
と
課
題
、
今
後
の
展
望
を
伺
う
。

■
市
長　

維
持
管
理
に
保
護
者
の
協

力
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
仕
組
み

づ
く
り
等
、
園
庭
の
芝
生
化
に
つ
い

て
、
調
査
・
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
。

■
教
育
長　

芝
生
化
の
メ
リ
ッ
ト
、

デ
メ
リ
ッ
ト
、
学
校
現
場
や
地
域
の

方
々
の
理
解
等
を
総
合
的
に
勘
案
し

研
究
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

■
議
員　

東
京
都
で
は
、
今
後
10
年

間
で
都
内
２
０
０
０
校
あ
る
公
立
小

中
学
校
す
べ
て
の
校
庭
を
芝
生
化
す

る
。
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
て
次
代
を
担

う
子
ど
も
た
ち
に
夢
を
与
え
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
要
望
す
る
。

■
議
員　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と

は
、
先
発
薬
と
同
じ
薬
効
成
分
で
、

同
じ
効
き
目
を
持
っ
た
後
発
薬
の
こ
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美
保
基
地
へ
の
大
型
ヘ
リ
コ
プ

タ
ー
配
備
に
つ
い
て

来
年
度
の
予
算
編
成
に
つ
い
て

渡わ
た
な
べ辺
穣じ

ょ
う
じ爾

議
員（
新
風
）

校
庭
の
芝
生
化
に
つ
い
て

藤ふ
じ
お尾
信の

ぶ
ゆ
き之

議
員（
自　

民

ク
ラ
ブ

）

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
つ
い

て



と
で
あ
り
、
先
発
薬
の
半
分
程
度
と

い
う
価
格
の
安
さ
が
最
大
の
特
徴
で

あ
る
。
欧
米
で
は
病
院
で
処
方
さ
れ

る
薬
の
半
分
以
上
が
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
さ
ま

ざ
ま
な
事
情
か
ら
積
極
的
に
使
用
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
。
最
近
に
な
り
医

療
費
削
減
を
目
指
し
、
国
も
使
用
促

進
に
努
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
、

昨
年
度
の
実
績
で
19
㌫
台
で
あ
る
。

本
市
に
お
い
て
、
医
療
費
と
薬
剤
費

は
ど
の
程
度
使
わ
れ
て
い
る
の
か
。

■
市
民
人
権
部
長　

平
成
19
年
度
の

医
療
費
は
、
国
保
と
老
人
保
健
を
合

わ
せ
、
約
２
３
６
億
円
で
あ
る
。
薬

剤
費
は
個
々
に
出
て
こ
な
い
が
、
国

の
割
合
の
約
22
㌫
と
同
程
度
と
仮
定

す
る
と
、
約
52
億
円
に
な
る
。

■
議
員　

本
市
の
普
及
率
が
欧
米
並

み
に
な
れ
ば
、
本
市
の
国
保
会
計
は

ど
の
程
度
軽
減
さ
れ
る
の
か
。

■
市
民
人
権
部
長　

薬
剤
費
が
約
52

億
円
、
普
及
率
が
50
㌫
、
価
格
が
先

発
薬
の
８
割
と
仮
定
す
る
と
３
億
３

０
０
０
万
円
程
度
節
約
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。

■
議
員　

普
及
率
を
上
げ
る
た
め
の

啓
発
が
足
り
な
い
の
で
は
な
い
か
。

普
及
啓
発
に
努
め
て
い
た
だ
き
、
そ

れ
に
よ
っ
て
、
よ
り
多
く
の
市
民
サ

ー
ビ
ス
が
充
実
す
る
よ
う
要
望
す
る
。

■
議
員　

学
校
現
場
で
の
、
学
力
低

下
、
い
じ
め
や
不
登
校
、
未
納
問
題

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
解
決
に
は
、

専
門
的
・
組
織
的
な
支
援
体
制
が
必

要
で
は
な
い
か
。

■
教
育
長　

学
校
だ
け
で
は
解
決
が

困
難
な
場
合
の
た
め
に
学
校
経
営
サ

ポ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
専
門

家
か
ら
の
助
言
や
支
援
方
法
の
提
案
、

関
係
機
関
と
の
連
携
の
お
手
伝
い
等
、

支
援
体
制
を
整
え
て
い
る
。

■
議
員　

こ
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、

学
校
現
場
で
は
ど
の
程
度
軽
減
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
か
。

■
教
育
長　

シ
ス
テ
ム
導
入
後
は
、

よ
り
早
期
に
具
体
的
な
方
策
を
と
る

こ
と
が
で
き
、
シ
ス
テ
ム
の
存
在
に

よ
る
安
心
感
も
含
め
有
益
な
と
こ
ろ

が
大
き
い
と
認
識
し
て
い
る
。

■
議
員　

学
校
主
事
の
勤
務
内
容
を

週
40
時
間
か
ら
30
時
間
に
見
直
す
こ

と
に
つ
い
て
、
こ
の
３
年
間
の
勤
務

内
容
を
ど
う
総
括
さ
れ
、
実
施
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

■
教
育
長　

講
習
会
等
の
開
催
や
メ

ー
ル
便
業
務
の
改
善
に
よ
り
事
務
負

担
を
軽
減
し
、
学
校
施
設
の
問
題
は
、

専
任
職
員
が
小
修
繕
を
行
い
、
高
中

木
等
の
伐
採
は
、
民
間
委
託
や
職
員

が
チ
ー
ム
を
組
ん
で
現
場
に
負
担
が

生
じ
な
い
よ
う
取
り
組
ん
で
き
た
。

ま
た
、
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方

の
協
力
で
環
境
整
備
に
取
り
組
ん
で

お
ら
れ
、
可
能
と
判
断
し
た
。

■
議
員　

皆
生
温
泉
の
ま
ち
づ
く
り

に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
イ
ン
フ
ラ

整
備
や
補
助
事
業
等
の
支
援
に
取
り

組
ん
で
き
た
が
、
単
発
的
で
、
ど
う

い
う
ま
ち
づ
く
り
を
し
よ
う
と
し
て

い
る
の
か
見
え
て
こ
な
い
。
年
々
こ

の
地
域
の
入
込
み
数
は
、
減
少
傾
向

に
歯
ど
め
が
き
か
な
い
状
況
に
あ
る
。

空
き
店
舗
対
策
・
廃
業
旅
館
の
放
置

問
題
・
風
俗
営
業
の
問
題
等
の
課
題

解
決
に
向
け
、
今
後
ど
う
取
り
組
ま

れ
る
の
か
。

■
市
長　

空
き
店
舗
や
廃
業
旅
館
に

新
し
い
事
業
者
が
進
出
し
て
活
性
化

に
寄
与
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
旅

館
組
合
等
関
係
者
と
連
携
し
て
促
進

し
て
い
き
た
い
。
風
俗
営
業
の
問
題

は
、
す
ぐ
に
解
決
で
き
る
問
題
で
は

な
い
が
、
皆
生
温
泉
街
づ
く
り
推
進

協
議
会
等
地
元
関
係
者
と
協
議
を
継

続
す
る
と
と
も
に
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル

等
の
実
施
に
も
協
力
し
て
い
き
た
い
。

■
議
員　

皆
生
温
泉
の
拠
点
で
も
あ

る
観
光
セ
ン
タ
ー
は
、
来
年
度
末
で

指
定
管
理
の
契
約
期
限
が
く
る
。
こ

の
際
、
セ
ン
タ
ー
の
あ
り
方
に
つ
い

て
、
時
間
を
か
け
検
討
す
べ
き
で
は

な
い
か
。
皆
生
温
泉
の
中
心
施
設
と

し
て
再
生
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

■
市
長　

昭
和
58
年
に
開
館
し
て
か

ら
26
年
が
経
過
し
、
利
用
状
況
が
当

初
の
想
定
と
異
な
る
面
も
あ
る
た
め
、

皆
生
旅
館
組
合
等
と
有
効
利
用
で
き

る
方
策
を
協
議
し
て
み
た
い
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

○
水
鳥
公
園
の
水
質
悪
化
に
つ
い
て

■
議
員　

人
口
減
少
時
代
に
突
入
し
、

日
新
小
学
校
を
廃
校
と
し
た
が
、
車

尾
、
福
米
西
両
小
学
校
で
は
近
年
校

舎
を
増
改
築
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

近
く
教
室
が
不
足
し
、
増
築
が
不
可

避
と
聞
い
て
い
る
。

　

⑴
調
整
区
域
で
は
人
口
が
減
り
、

市
街
化
区
域
の
一
部
で
人
口
増
が
起

こ
っ
て
い
る
。
調
整
区
域
か
ら
市
街

化
区
域
に
人
口
移
動
が
起
き
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。

　

⑵
人
口
増
の
時
代
か
ら
減
少
時
代

に
入
っ
た
現
時
点
で
の
線
引
き
制
度

維
持
の
意
義
に
つ
い
て
尋
ね
る
。

　

⑶
本
年
10
月
１
日
か
ら
市
街
化
調

整
区
域
の
開
発
が
一
部
緩
和
さ
れ
た

が
、
市
街
化
調
整
区
域
の
中
に
は
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
維
持
が
難
し
く
な
っ
て

い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
市
街
化
調
整

区
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
な
く
す
こ

と
が
線
引
き
制
度
の
目
的
と
な
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。

■
市
長　

⑴
市
街
化
区
域
内
に
お
い

て
、
特
に
中
心
部
の
啓
成
、
就
将
、

義
方
校
区
で
は
人
口
が
減
少
し
て
い

る
。
ま
た
、
市
外
か
ら
の
流
入
や
市

外
へ
の
流
出
な
ど
に
よ
る
人
口
移
動

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も
市
街

化
調
整
区
域
か
ら
市
街
化
区
域
に
人

口
移
動
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
重

な
り
あ
っ
て
人
口
の
移
動
が
生
じ
て

い
る
と
推
測
す
る
。

　

⑵
市
街
化
の
拡
散
を
防
止
し
、
自

然
環
境
や
農
林
業
な
ど
と
の
調
和
の

と
れ
た
市
街
地
の
健
全
な
発
展
に
貢

献
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
も
必

要
な
制
度
と
考
え
て
い
る
。

　

⑶
市
街
化
調
整
区
域
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
を
な
く
す
こ
と
を
目
的
と
し
た

も
の
で
は
な
く
、
無
秩
序
な
市
街
化
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皆
生
温
泉
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ

い
て

学
校
現
場
で
の
問
題
に
つ
い
て

安や
す
ぎ木

達た
つ
や哉

議
員（
公
明
党

議
員
団

）

都
市
計
画
線
引
き
廃
止
に
つ
い

て 森も
り　

雅ま
さ
き幹

議
員（
未
来
）



の
拡
大
に
よ
る
環
境
悪
化
の
防
止
、

計
画
的
な
公
共
施
設
整
備
の
良
好
な

市
街
地
の
形
成
、
都
市
近
郊
の
優
良

な
農
地
と
の
健
全
な
調
和
な
ど
、
地

域
の
実
情
に
即
し
た
都
市
計
画
を
実

現
し
て
い
く
た
め
の
制
度
で
あ
る
。

■
議
員　

日
新
、
車
尾
、
福
米
西
小

学
校
な
ど
、
本
市
は
先
を
見
た
公
共

投
資
が
で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い

か
。
線
引
き
を
や
っ
て
い
く
こ
と
が

本
当
に
い
い
状
態
な
の
か
。
新
た
な

投
資
が
で
き
な
い
状
況
に
陥
っ
て
い

る
の
に
む
だ
な
投
資
で
は
な
い
か
。

■
市
長　

既
存
の
社
会
資
本
を
効
率

的
に
使
っ
て
い
く
こ
と
に
努
め
な
く

て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
う
い
う
こ
と

を
勘
案
し
な
が
ら
、
線
引
き
制
度
を

維
持
し
、
全
体
的
な
都
市
計
画
を
進

め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

■
議
員　

何
年
か
す
れ
ば
そ
こ
の
子

ど
も
た
ち
は
減
っ
て
い
き
、
空
き
教

室
が
で
き
、
む
だ
な
学
校
施
設
の
投

資
と
な
る
。
人
口
減
少
時
代
に
入
り
、

市
街
地
が
拡
散
し
て
い
く
状
態
に
な

い
と
い
う
こ
と
を
考
え
、
線
引
き
を

廃
止
し
た
愛
媛
県
や
香
川
県
な
ど
の

先
進
地
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

○
図
書
館
・
美
術
館
の
整
備
に
つ
い

て
〇
大
橋
川
拡
幅
問
題
に
つ
い
て

■
議
員　

⑴
来
年
度
の
予
算
編
成
方

針
を
一
日
も
早
く
示
し
て
い
た
だ
き

希
望
を
持
た
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

⑵
本
市
の
活
性
化
の
た
め
、
市
民

が
直
接
投
票
し
て
決
め
る
市
民
投
票

条
例
を
制
定
し
て
は
ど
う
か
。
市
民

の
関
心
の
高
い
施
策
、
重
要
な
案
件

は
審
議
会
や
議
会
だ
け
で
な
く
、
主

権
者
で
あ
る
住
民
が
一
緒
に
な
っ
て

考
え
、
自
ら
が
決
め
て
い
く
時
代
が

来
て
い
る
。
市
長
の
所
見
を
伺
う
。

■
市
長　

⑴
義
務
的
経
費
を
除
く
経

常
的
経
費
は
一
般
財
源
ベ
ー
ス
で
マ

イ
ナ
ス
５
㌫
の
シ
ー
リ
ン
グ
、
歳
入

確
保
の
取
組
強
化
、
事
業
の
選
択
と

見
直
し
、
補
助
金
等
の
見
直
し
、
公

共
事
業
の
精
査
、
借
地
料
の
適
正
化
、

特
別
会
計
の
健
全
化
な
ど
に
留
意
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

⑵
地
方
自
治
の
基
本
は
間
接
民
主

制
で
あ
る
が
、
住
民
投
票
は
、
議
会

や
首
長
が
直
接
住
民
の
意
思
を
確
認

し
た
上
で
、
政
策
決
定
を
行
う
必
要

が
あ
る
事
案
に
つ
い
て
、
極
め
て
限

定
的
に
採
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
認

識
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
の

と
こ
ろ
住
民
投
票
条
例
を
制
定
す
る

こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

■
議
員　

す
べ
て
議
会
に
託
し
て
い

る
わ
け
で
な
く
、
法
は
、
大
き
な
案

件
に
つ
い
て
は
市
民
投
票
条
例
を
制

定
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
条

例
を
制
定
し
、
市
民
が
直
接
決
め
て

い
く
こ
と
に
な
る
べ
き
で
あ
る
。

■
議
員　

中
海
は
一
つ
で
あ
る
。
お

互
い
の
こ
と
を
思
い
や
り
、
社
会
環

境
を
整
備
し
て
い
く
、
向
上
さ
せ
て

い
く
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
来
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
私
は
米
子
市
民

で
は
あ
る
が
、
島
根
県
、
松
江
市
の

こ
と
も
思
え
ば
、
大
橋
川
拡
幅
は
認

め
て
あ
げ
た
い
。
し
か
し
、
条
件
が

あ
る
。
市
民
の
安
全
・
安
心
の
た
め

大
海
崎
の
堤
防
開
削
を
き
ち
ん
と
附

帯
事
項
に
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
市

長
の
所
見
を
伺
う
。

■
市
長　

文
書
で
確
認
す
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
現
在
、
そ
の
方
法
及
び

内
容
に
つ
い
て
、
鳥
取
県
と
調
整
中

で
あ
る
。

■
議
員　

２
堤
防
開
削
が
必
要
で
あ

る
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
を
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
鳥
取
県

と
は
、
大
海
崎
の
開
削
を
前
向
き
に

検
討
す
る
方
向
で
調
整
に
入
っ
て
い

る
と
理
解
し
て
よ
い
か
。

■
副
市
長　

鳥
取
県
を
信
じ
て
い
る
。

た
だ
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
結
果
、
そ

の
継
続
的
な
期
間
と
い
う
こ
と
を
県

の
常
任
委
員
会
で
、
初
め
は
３
年
か

ら
５
年
と
言
っ
て
お
き
な
が
ら
、
そ

の
後
10
年
、
20
年
、
30
年
だ
と
言
わ

れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ど
こ
に
一

貫
し
た
姿
勢
が
あ
る
の
か
非
常
に
疑

問
で
あ
り
、
本
当
に
遺
憾
に
思
う
。

県
と
は
精
力
的
に
調
整
を
重
ね
て
お

り
、
文
言
の
内
容
は
別
と
し
て
、
11

日
に
は
整
え
て
示
し
た
い
。

　

米
子
市
議
会
の
本
会
議
と
委
員
会

は
、
公
開
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

議
員
の
活
動
や
市
政
の
方
針
な
ど

を
実
際
に
見
聞
き
さ
れ
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

傍
聴
席
は
、
本
会
議
が
60
席
（
車

い
す
専
用
の
傍
聴
席
も
あ
り
ま
す
。）、

委
員
会
が
10
席
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
傍
聴
に
当
た
っ
て
は
、
議

会
事
務
局
で
の
簡
単
な
手
続
き
が
必

要
で
す
。
ま
た
、
希
望
者
が
多
い
場

合
は
制
限
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
も

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

米
子
市
議
会
の
本
会
議
は
、
中
海

テ
レ
ビ
の
４
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
生
中
継

さ
れ
て
い
ま
す
。
再
放
送
は
、
本
会

議
当
日
の
午
後
７
時
か
ら
行
わ
れ
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
議
会
の
終
了
時
間
や
番
組

の
都
合
上
、
再
放
送
の
時
間
及
び
チ

ャ
ン
ネ
ル
は
、
変
更
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
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中
海
圏
域
都
市
構
想
と
大
橋
川

拡
幅
問
題
の
考
え
方
に
つ
い
て

来
年
度
予
算
編
成
方
針
に
つ
い

て 矢や
く
ら倉　

強
つ
よ
し

議
員（
自　

民

ク
ラ
ブ

）

議
員
定
数
問
題
等
調
査
特
別
委

員
会
の
構
成

　

委　
員　
長　
　

吉
岡　

知
己

　

副
委
員
長　
　

中
本　

実
夫

　

委　
　

員　
　

遠
藤　
　

通

　

委　
　

員　
　

岡
村　

英
治

　

委　
　

員　
　

門
脇　

邦
子

　

委　
　

員　
　

原　
　

紀
子

　

委　
　

員　
　

矢
倉　
　

強

　

委　
　

員　
　

渡
辺　

穣
爾

　

委　
　

員　
　

渡
辺　

照
夫

　

※
委
員
長
、
副
委
員
長
以
外
は

　　

五
十
音
順

議
会
を
傍
聴
し
て
み
ま
せ
ん
か

議
会
中
継
が
中
海
テ
レ
ビ
で
ご

ら
ん
い
た
だ
け
ま
す



２
月
25
日
㈭　

本
会
議
（
開
会
）

３
月
１
日
㈪　

本
会
議（
代
表
質
問
）

　
　

２
日
㈫　

本
会
議（
代
表
質
問
）

　
　

３
日
㈬　

本
会
議（
代
表
質
問
）

　
　

４
日
㈭　

本
会
議（
代
表
質
問
）

　
　

５
日
㈮　

本
会
議（
代
表
質
問
）

　
　

８
日
㈪　

本
会
議（
代
表
質
問
）

　
　

10
日
㈬　

本
会
議（
各
個
質
問
）

　
　

12
日
㈮　

予
算
審
査
特
別
委
員
会

　
　

15
日
㈪　

総
務
企
画
委
員
会

　
　

16
日
㈫　

市
民
福
祉
委
員
会

　
　

17
日
㈬　

経
済
教
育
委
員
会

　
　

18
日
㈭　

建
設
環
境
委
員
会

　
　

23
日
㈫　

予
算
審
査
特
別
委
員
会

　
　

25
日
㈭　

本
会
議
（
閉
会
）

※ 

詳
し
く
は
、
議
会
事
務
局
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　

議
会
事
務
局

　
　

電
話　

32
‐
０
３
０
２

■
中
海
問
題
等
調
査
特
別
委
員
会

　

（
12
月
10
日
開
催
）

　

・ 

大
橋
川
改
修
事
業
に
係
る
鳥
取

県
知
事
か
ら
の
意
見
照
会
に
つ

い
て

　

（
12
月
14
日
開
催
）

　

⑴ 

第
５
期
中
海
湖
沼
水
質
保
全
計

画
（
案
）
に
つ
い
て

　

⑵ 

大
橋
川
改
修
事
業
の
実
施
に
係

る
鳥
取
県
知
事
と
米
子
市
長
及

び
境
港
市
長
と
の
会
談
に
つ
い

て

■ 

行
財
政
改
革
問
題
等
調
査
特
別
委

員
会

　

（
12
月
15
日
開
催
）

　

⑴ 

第
２
次
米
子
市
行
財
政
改
革
大

綱
（
案
）
に
つ
い
て

　

⑵ 

米
子
市
中
期
財
政
見
通
し
に
つ

い
て

　

（
12
月
17
日
及
び
21
日
開
催
）

　

・ 

次
期
行
財
政
改
革
大
綱
に
関
す

る
議
会
と
し
て
の
中
間
報
告
に

つ
い
て

■ 

美
保
基
地
問
題
等
調
査
特
別
委
員

会

　

（
12
月
24
日
開
催
）

　

・ 

美
保
基
地
の
米
軍
使
用
施
設
提

供
に
係
る
報
告
に
つ
い
て

今
定
例
会
開
会
中
に
開
催
さ
れ

た
特
別
委
員
会
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。

　請願・陳情は、市議会と市民を直接つなぐ大切な手段です。市政についての意見や希望があるときは、だ
れでも提出できます。
　請願には、紹介議員の署名又は記名押印が必要ですが、陳情には紹介議員は不要です。
　提出者は、請願・陳情の要旨及び理由、住所及び氏名の記載、押印などをして議長あてに提出します。提
出された請願・陳情は、委員会で審査した上、本会議に諮って採択・不採択を決め、市政に反映させるよう
になっています。
　なお、請願・陳情は、郵送でなく、なるべく議会事務局へご持参ください。

請願書・陳情書のつくり方
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３
月
定
例
会
の
日
程

 

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

　

委　
員　
長　
　

伊
藤
ひ
ろ
え

　

副
委
員
長　
　

尾
沢　

三
夫

　

委　
　

員　
　

石
橋　

佳
枝

　

委　
　

員　
　

内
田　

隆
嗣

　

委　
　

員　
　

原　
　

紀
子

　

※
委
員
長
、
副
委
員
長
以
外

　
　

は
五
十
音
順

【記載上の注意事項】

①　法人、団体として提出され
る場合は、その所在地及び名
称並びに代表者の氏名及び印
が必要です。

②　内容が２項目にわたるとき
は、なるべく１項目ごとに提
出してください。

③　提出者が多数の場合には、
なるべく代表者を選び、提出
者欄に記入してください。

※　事務処理の都合上、定例会
開会日の２日前（市の休日を
除く）の正午までに提出され
たものについて、その定例会
で審議されます。上記期限後
に提出されたものは、その次
の定例会で審議されることに
なります。

〇〇〇に関する
請　　願　　書

紹介議員
氏名

（署名又は記名押印）

年　月　日

米子市議会議長　様

（提出者）　　　
住　所　　　
氏　名　　㊞

〇〇〇に関する請願

１　要旨……
２　理由……

表　紙 内　容

【書　式　例】

※陳情書については、請願書の書式に準じて記載してください。



平成21年11月臨時会提出議案審議結果一覧表
番　　号 件　　　　　　名 付託委員会 結　　果

議案第119号 個別外部監査契約の締結について 総務企画 原案可決 全会一致

議案第120号 平成21年度米子市一般会計補正予算（補正第５回） 予算審査 原案可決 全会一致

議案第121号 米子市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正
する条例の制定について 総務企画 原案可決 賛成多数

議案第122号
米子市特別職の職員の給与に関する条例及び米子市教育
委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条
例の制定について

総務企画 原案可決 全会一致

平成21年12月定例会提出議案等審議結果一覧表
番　　号 件　　　　　　名 付託委員会 結　　果

議案第123号 米子市国民健康保険条例等の一部を改正する条例の制定
について 市民福祉 原案可決 全会一致

議案第124号 米子市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一
部を改正する条例の制定について 建設環境 原案可決 全会一致

議案第125号 工事請負契約の締結について 経済教育 原案可決 全会一致

議案第126号 平成21年度米子市一般会計補正予算（補正第６回） 予算審査 原案可決 全会一致

議案第127号 平成21年度米子市国民健康保険事業特別会計補正予算（補
正第１回） 予算審査 原案可決 全会一致

議案第128号 平成21年度米子市下水道事業特別会計補正予算（補正第４
回） 予算審査 原案可決 全会一致

議案第129号 平成21年度米子市老人保健事業特別会計補正予算（補正第
２回） 予算審査 原案可決 全会一致

議案第130号 平成21年度米子市農業集落排水事業特別会計補正予算（補
正第３回） 予算審査 原案可決 全会一致

議案第131号 平成21年度米子市介護保険事業特別会計補正予算（補正第
３回） 予算審査 原案可決 全会一致

議案第132号 平成21年度米子市後期高齢者医療特別会計補正予算（補正
第１回） 予算審査 原案可決 全会一致

議案第133号 改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書の提出に
ついて － 原案可決 全会一致

議案第134号 脳卒中対策基本法の早期制定を求める意見書の提出につ
いて － 原案可決 全会一致

諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について － 原案同意 全会一致

報告第11号 議会の委任による専決処分について（米子市消防団員等公
務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について） － 報　　告 －

報告第12号 議会の委任による専決処分について（米子市特別医療費の
助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について） － 報　　告 －

報告第13号 議会の委任による専決処分について（損害賠償の額の決定
について） － 報　　告 －

報告第14号 議会の委任による専決処分について（損害賠償の額の決定
について） － 報　　告 －
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継続審査となっていた議案の審議結果一覧表
番　　号 件　　　　　　名 付託委員会 結　　果

議案第113号 平成20年度米子市一般会計等の決算認定について 決算審査 原案認定 賛成多数

議案第114号 平成20年度米子市水道事業会計の決算認定について 決算審査 原案認定 全会一致

議案第115号 平成20年度米子市水道事業会計剰余金の処分について 決算審査 原案可決 全会一致

議案第116号 平成20年度米子市工業用水道事業会計の決算認定について 決算審査 原案認定 全会一致

平成21年12月定例会受理陳情審議結果一覧表
番　　号 件　　　　　　名 付託委員会 結　　果

陳情第150号 知的障がいのある未就学児童のショートステイ事業に関
する陳情書 市民福祉 継続審査 －

陳情第151号 知的障がい児（者）への紙おむつ助成に関する陳情書 市民福祉 趣旨採択 賛成多数

陳情第152号 改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書を政府等
に提出することを求める陳情書 総務企画 採　　択 全会一致

陳情第153号 脳卒中対策基本法の早期制定について（陳情） 市民福祉 採　　択 全会一致

陳情第154号 2010年度年金の減額改定を行わないことを求める陳情 市民福祉 不　採　択 賛成少数

陳情第155号 後期高齢者医療制度の即時廃止に関する陳情 市民福祉 不　採　択 賛成少数

陳情第156号 消費税によらない最低保障年金制度の創設を求める陳情 市民福祉 不　採　択 賛成少数

陳情第157号 EPA・FTA推進路線の見直しを求め、日米FTAの推進に
反対する陳情 経済教育 不　採　択 賛成少数

陳情第158号 改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書を政府等
に提出することを求める陳情 総務企画 採　　択 全会一致

陳情第159号 島根原子力発電所の早急な耐震補強対策と原子力に依存
しないエネルギー政策の転換を求める陳情書 総務企画 不　採　択 賛成少数

陳情第160号 貴自治体における平和教育の推進を求める陳情書 経済教育 不　採　択 賛成少数

陳情第161号 「所得税法第56条の廃止」を求める意見書提出を求める陳
情書 市民福祉 不 採 択 賛成少数

陳情第162号 学校環境等に関する陳情書 経済教育 採　　択 全会一致

陳情第163号 中学校卒業まで子どもの医療費助成の拡充を求める陳情 市民福祉 不　採　択 賛成少数

陳情第164号 「どらドラパーク米子の個別施設の呼称」に関する陳情 総務企画 採　　択 全会一致

陳情第165号 米子市議会の議員定数削減を求める陳情について 議会運営 継続審査 －

継続審査となっていた陳情の審議結果一覧表
番　　号 件　　　　　　名 付託委員会 結　　果

陳情第148号 学校主事の週40時間（１日８時間）勤務の継続を求める
陳情 経済教育 取下承認 －

陳情第149号 東山運動公園内の競技場改修及びその周囲の施設・環境
を改善する陳情書 建設環境 継続審査 －
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